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平成22年第６回太子町議会定例会（第429回町議会）会議録（第４日） 

平成22年12月８日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第56号 平成22年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第57号 平成22年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第58号 平成22年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第59号 平成22年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第60号 平成22年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第61号 平成22年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第62号 平成22年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第３号） 

８ 議案第63号 太子町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について 

９ 議案第64号 石海保育所の指定管理者の指定について 

10 決議案第２号 花畑奈知子議員に対する議員辞職勧告決議 

                本日の会議に付した事件 

１ 議案第56号 平成22年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第57号 平成22年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第58号 平成22年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第59号 平成22年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第60号 平成22年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 議案第61号 平成22年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計補正予算（第２号） 

７ 議案第62号 平成22年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第３号） 

８ 議案第63号 太子町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について 

９ 議案第64号 石海保育所の指定管理者の指定について 

10 決議案第２号 花畑奈知子議員に対する議員辞職勧告決議 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   橋 本 恭 子         ９番   花 畑 奈知子 

 １０番   北 川 嘉 明        １１番   熊 谷 直 行 

 １２番   上 田 富 夫        １３番   村 田 興 亞 

 １４番   桜 井 公 晴        １５番   中 井 政 喜 

 １６番   佐 野 芳 彦 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  上 田 眞 也     書     記  木 村 和 義 

 書     記  森 本 麻 友     書     記  西 田 美智子 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  村 瀬   学 
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 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  山 本 武 志 

 教 育 次 長  西 村 隆 志     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（佐野芳彦） 平成22年第６回太子町

議会定例会におそろいでご出席いただき、あ

りがとうございます。 

 ただいまの出席議員は15名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成22年第

６回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第５６号 平成２２年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第３号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、議案第56号

平成22年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 24ページの一般会計から

水道会計の繰出金のことについてお聞きしま

す。 

 これは、水道の会計の健全化の計画のう

ち、高利の分を早期に償還することによって

この金額が発生したということですけれど

も、この金額の基礎となるこの1 8 3万

1,000円、この金額の算出の説明をお願いし

ます。 

 それにあわせて、昨年度は下水道会計にお

いても高利のから低利へ借りかえをしたわけ

ですけれども、この特別会計へにもこのよう

な繰入金があったのかどうか、それを説明を

お願いします。 

 それと、32ページ、需用費の水道、光熱費

の追加なんですけれども、これ上下水道、電

気料金、分かれておるんですけれども、項目

別に金額の説明をお願いします。それとあわ

せて、学校別の金額がわかれば説明をお願い

します。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 基礎年金に係

るお尋ねでございますが、算出の基礎という

ことでございまして、原浄水費におきまして

は46万4 , 0 0 0円、給水費について44万

4,000円、総係費53万7,000円、施設整備改良

費38万6,000円、合計の183万1,000円でござ

います。 

 なお、昨年度の件に関しましては、通常特

別会計につきましては、企業会計そのものに

ついては本来繰り出しという形はないもので

ございますけれども、通常不足分について繰

り出しをいただいておりますので、そちらの

ほうで対応をしたということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 32ページの中学校

費の学校管理と、その中での光熱水費、需用

費関係の内容でございます。 

 これにつきましては、上下水道と電気代で

230万3,000円の追加でございます。 

 内容につきましては、上水道につきまして

は75万9,000円。これは中学校、西中が42万

6,000円、東中が33万3,000円。 

 それと、下水道につきましては、134万

6,000円の追加でございます。これにつきま

しても、西中におきましては80万8,000円、

東中につきましても53万8,000円。 

 それと、電気代でございます。これにつき

ましては、19万8,000円の追加でございま

す。西中学校におきまして10万8,000円、東

中につきましては９万円の追加でございま

す。 

 上下水道の関係が相当の追加になっており

ます。これにつきましては、プール等に伴い

ます、の周辺の埋設配管が漏水した状態が発
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見されました。それに伴いまして、修理また

それまでに使った分の通常ではない部分が相

当出ております。その関係で、今回光熱水費

の部分の追加を補正させていただいたところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 ３点ほどお尋ねします。 

 10ページ、歳入で国庫補助金が1,045万円

追加になっております。沖代線絡みというこ

とで、もう少し詳細をお聞きしたいのと、そ

れから28ページ、一番下の沖代線絡みの追

加、老原自治会からの要望による信号機の設

置の要望があったということも含まれておる

ということですけども、これももう少し詳細

をお願いいたします。 

 次のページ、総合公園の造成の追加が

8,000平米から早速3,000平米追加の１万

1,000平米になったということですけども、

どのような理由で急に3,000平米必要になっ

たのか、３点お尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まず最初に、

沖代線歩道の歳入でございますが、これにつ

きましては、現在平成20年から順次事業を進

めておるわけでございますが、非常に交通量

も多くて、当初計画では24年までということ

で実施をいたしておりましたが、交通量が非

常に多くて、沿道住民等にその都度片側通行

等、生活道路としても非常に支障があるとい

うことで、今回県のほうに何とか早期に事業

を終わりたいというような要望もさせていた

だきまして、追加でこのたび補助金をいただ

けるということになりまして、これについて

現在はちょうど蓮常寺の西の入り口のところ

まできているわけですけども、それをもう最

後まで、森重を越えるところまでやってしま

おうというようなことで要望をいたしました

ところ、県のほうもその旨了承をいただきま

して、追加をいただいたものでございます。 

 これにつきましては、10分の5.5の補助率

でございます。当初120メートルほどの予定

でございましたが、全長248メートルを実施

し、早期の完了を目指したいということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 それから、信号機の工事請負でございます

が、これは事故等もございまして特に地元か

らも強い要望をいただきました。それを受け

まして、公安委員会のほうに信号機設置要望

をしておったわけでございますが、公安委員

会のほうも現状確認の上で危険な状態という

ことを認識をいただきまして、今年度信号機

を設置しようという回答をいただきました。 

 そのために、ちょうど信号機設置場所の問

題で、歩道の一部、ちょうど老原から出てく

る道路でございますが、そのところまで沖代

線の歩道整備が一部残っている部分がござい

ます。これは、以前に整備をしておりました

が、地権者等との調整の中で一部残ってた分

がございまして、今回信号設置についてその

あたりの整備が必要であるというような、公

安委員会からの指摘もございまして、近隣地

権者等と合意を了解をいただきまして、そち

らのほうの整備をし、信号機を設置するとい

ったものでございます。 

 内容といたしましては、沖代線の西側のち

ょうどオサナナジ美のお店があるんですけど

も、あの前が一部歩道が途切れております。

そのあたりの補修をするという計画でござい

ます。 

 それから、総合公園の造成の関係でござい

ますけども、これについては現在町民グラウ

ンドとして利用をいたしております表土、こ

れを区域内で流用しようということで、表土

をめくりまして南側の造成をするということ

で、現在工事をいたしているところでござい

ます。 

 工事をしていく中で、当初8,000平米とい

いますのは、１万1,000平米というのは町民

グラウンド全体の面積でございまして、それ

の中で土は取るんですけども埋め戻しが
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3,000平米ほど現予算ではできないような状

況がございまして、どうしても次期の整備ま

で、表土はめくるんですが町民グラウンドと

して当分の間使用していかなければならない

ということで、一部埋め戻しをする面積

8,000としておりましたが、やはり全体を埋

め戻さないと利用する上で非常に支障がある

ということで今回3,000平米の追加と、それ

から当初５センチ埋め戻そうとしておりまし

たが、どうしても石等が出てくるというよう

な状況で、全体に３センチ増やしまして８セ

ンチで埋め戻して利用すると、そういった状

況の中で、今回補正をお願いしているもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 大体わかりました。 

 信号機の設置のことで、もう少しお聞きし

ますけども、今焼き鳥屋さんの名称が出まし

たからあの場所やと思うんですけども、公安

委員会のほうも調査済みで、ゴーが出たとい

うことですけども、割かし下の信号近いです

わね。そうすることによって、またあそこは

すごい渋滞になるんじゃないかと思うんやけ

ど、その辺そういうこともそら踏まえてだと

思うんですけども、逆にそういう心配するん

ですけども、ご意見を伺います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 南側の信号と

の近接ということもございましたが、一応信

号機の形態といたしましては押しボタン式と

いうことで、歩行者専用ということにしてお

ります。 

 したがいまして、信号機の位置といたしま

しては、老原から出てくる道の交差点より少

し南側に歩行者専用と。自動車の信号機とし

ては使わないという、そういう形態の信号機

でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 信号機のことでちょっとお

伺いしますけども、交通安全のため信号機設

置ということについては別に反対するわけで

はないんですけれども、ただここ１年間にど

ういう事故がどういうふうに発生したのかと

いうことをちょっとお聞かせ願いたい。 

 といいますのは、鵜飼の通学路の田んぼ道

なんですけども、見通しのいいところなんで

すけども、これ１年間に４回重大な事故をや

ってますわね。車同士の衝突ということで、

それから、それは３件ですね。あと一件は車

と人ということで、幸いにして死亡者は出な

かったんですけども、車両方とも田んぼの中

へ突っ込んでますわね。大破して、救急車で

運ばれたというのご存じやと思うんですけれ

ども、あの辺が、不注意やないかということ

でおさめてるらしいんですけれども、交通事

故というたら大体不注意ですわな。不注意や

からほっといたらええというのと、片やどれ

ぐらい重大な事故が起きたんか知らんけれど

も信号機をつけると。 

 その信号機が、なぜ私がこだわるかという

と、斑鳩交差点が信号機が古くからありまし

て、今度あすかホールをつくるときに横断歩

道橋をつけるといったときに、横断歩道橋じ

ゃなしに信号機で対応したらどうですかと。 

 というのは、横断歩道橋というのは、あれ

全部歩いたら大方200メートル近くあるんで

すね。百七、八メートルやったかな、たしか

そういうことをやったと思うんですよ。だか

ら、信号機やったらせいぜい15メートルぐら

いな距離で済むんと違うかと。そうすると、

体に障害を持っておられる方とかお年寄りと

か子供さんにはそれで対応できるん違うかと

いう話をしましたね。 

 ところが、あれ歩道橋２億数千万円かかっ

たと思うんですけれども、かけて歩道橋をつ

けたと。そのときの理由に、信号機の間が狭

いと。斑鳩の交差点があって、すぐまた信号

をつけて、今度もう東側のあの角っこにつけ

ると、そういう信号はつけられんということ

を公安委員会が言うて、あかんと言うたから
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つけられんと言うたんですけども、今の信号

機つけるのと、今度の信号機と僕は余り違わ

んと思うんですけども。 

 その辺は何か法律が変わったとか、条例が

変わったとか、何かそういうことによって県

の方針が違ったとおっしゃるんなら、そのこ

とについて説明をいただきたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 信号機の設置

箇所のお話でございますけども、このたび老

原につきましては人身事故等が発生してい

る、件数にしては３件、４件程度だったかな

と、具体にはちょっと確認しておりませんが

その程度で、重大な子供さんの事故があった

ということで、従来からもそういう要望がご

ざいましたが、なかなか県の公安委員会のほ

うも今日までかかってしまったということで

ございます。 

 それから、近接ということで、当然それは

交通の状況等によって公安委員会のほうで判

断をしていただくということでございますの

で、私どものほうはそういう地元地域から危

険であるというようなことがあれば公安委員

会のほうに要望していくということでござい

ます。 

 それから、あわせて歩道橋でございますけ

ども、当時平成５年ぐらいでしたですかね、

あすかホール、文化会館完成時、一帯を文化

村として位置づけ、その中で行き来ができる

という状況がございまして、そういった意味

で要望がされ、国土交通省のほうで設置をし

ていただいたという経緯ではなかったかと思

います。 

 それ以降に新たに龍野線が整備をされまし

て、現在信号機が設置されているということ

で、あの龍野線については当然現179のバイ

パス的位置づけでございまして、さらに北進

をしていくということもございますので、当

然信号機については公安委員会のほうでも必

要であるという判断のもとに設置をされたも

のというように考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 答えて、引き続いて。 

○経済建設部長（山本武志） 条例等につい

ては変わったというようには聞いておりませ

んが、要は現状を確認、状態を確認した上で

の判断ということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私は、その老原の信号で３

件、４件人身事故があったと。人身事故いう

たってすりむいたのか、それとも救急車で運

ばれたような事故なんか、それどっちでも人

身事故ですからね。どういうことでどういう

ふうになったのかというのは把握しとらんの

ですか。ただ、地元から要望があったからと

いうような、そんなことやないと思うわけで

す。多分把握しとると思うんですよ。だから

鵜飼のことも言っとるんですよ。鵜飼のこと

も把握しとんでしょ。 

 だから、ほいじゃあ片一方対策して、片っ

ぽは要望がないからほっとんやと、そうやな

いでしょう。やっぱりそういう重大な事故が

立て続けに起きると、異常ですよ。現場に立

ったら、何でこんなとこで事故が起きるんや

と、そんなもん不注意やないかいと、注意し

とったら起きるかいと言うんなら、交通事故

はほとんどそうですよ。気いつけとったら起

きへんのですよ。 

 けど、やっぱり起きるということは、何ら

かのそこに要因があるということを、それを

研究して対策というのがあんた方の仕事と違

うんですか。私はそう思うんですけどね。警

察とも連絡して、こういうことがなぜ起きる

んやと。いや、太子町は犯罪発生が多いとい

うて、何かあんたえらい不名誉なことを言わ

れたんでしょう。 

 だから、信号機についても、いや今回つけ

るのはいいんですよ。ただ、あすかホールの

前につけるときに、あなた方は信号の間隔が

狭いからつけられへんと言い切ったんです。

私は、そのときに姫路のこことここの信号は

もっと狭いよと、それでもついとるよと。今
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でもそうですわ、あそこの間隔より狭い間隔

で信号機ついとうとこいっぱいあるんです。

それでも、それはあかんのやと、狭いからだ

めというて言い切ってったやん。それを今に

なってから。 

 だから、規定を決めてやるんなら、そのと

おりやんなさいって言うんだよ。そのときそ

のときに御都合主義でやるんなら、御都合主

義でやってますと言うたらええんや。それな

ら、そらそうですわ。そのときそのとき、現

場にあわせてこっちが判断してやりよんです

と、そう言やええけどそうやないやん。決ま

っとると、そんなもん経緯言うていったって

つけてくれへんのやと、そう言うてきたんや

ないかいな。僕が言うたんと違う、あんた方

が説明、今から15年ほど前の話や。ほいで、

15年たったらそれが風化するんかというた

ら、ほんなことないでしょうがな。だから、

条例が、法律が変わったんなら変わったん

で、こういうふうに変わりましたと、だから

今度はこうしたんやという、やっぱりそれは

当然の説明でしょうがな。15年前であろうと

20年前であろうと、ちゃんとあなた方が説明

したことはそれは生きとんですよ、今でも。

私は死ぬまでは覚えてまっせ、それは。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 先ほどから申

し上げておりますように、現状把握といいま

すか、交通量等、これは一番の重要なポイン

トではないかというように思います。 

 そういったことが判断のもとに設置する、

しないということの決定をしていると。公安

委員会のほうでは、そういったものを考慮し

て、可否について決定するというような状況

でございます。 

 決して言い方、御都合主義というか、そう

いうことではなくて、やはりその現状を十分

把握した上でという、特に交通量等について

の判断ということでございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 大変細かいとこで質問すん

の恐縮なんですが、15ページの財産管理費の

ところ、この自動車損害保険料の減、これ

79万円。これ大変79万円というたら、結構減

ることに関してはええことやと思うんですけ

ど、これのなぜこんな金額が減るのかという

詳細説明。 

 もう一つ、22ページの保健福祉会館管理費

の75万1,000円の追加、これの詳細説明と、

32ページの中学校費の244万円の詳細説明、

これ３点お願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと聞こえてない

んで、はっきり、ちょっと早くて聞こえてな

い、声が小さくて聞こえてないんで、もっと

ゆっくりはっきり言ってください。 

○井川芳昭議員 どっから、最初から言いま

しょか。 

○議長（佐野芳彦） はい、最初から言って

ください。 

○井川芳昭議員 15ページの財産管理費、自

動車損害保険料の減。これ79万円減になって

おりますが、減ることに関しては非常にいい

ことやと思うんですが、結構な額減っており

ますんで、これがどうなってこれ減ったのか

という詳細説明と、22ページ、保健福祉会館

の管理費の75万1,000円追加の詳細説明と…

…。 

○議長（佐野芳彦） 75万円。75万円という

のはないよ。目のところ。 

○井川芳昭議員 それから、32ページの中学

校管理費の244万円、これの追加の詳細説明

だけお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 財産管理費の役務

費、自動車損害保険料減額79万円についてご

説明をいたします。 

 予算額は207万8,100円を見込んでおりまし

たが、事故件数が減ったということと、それ

から事故件数が減りまして割引率がアップし

たということで、79万円の減額補正でいたし

ております。 

 決算見込みにつきましては、先ほど申しま
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した予算額207万8,100円に対して、決算見込

みは128万8,000円、差し引き79万円の減とい

うことでございます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保健福祉会館

の管理費の関係でございます。 

 ページにしますと、21、22ページですが、

主に今回の補正は需用費でございまして、光

熱水費のうち電気代、電気料がこの11月まで

の実績を見てみますと、対前年対比いたしま

しても10％増えております。 

 中身にしましては、この夏の間の４カ月間

が非常に大きな伸びを示しておりまして、あ

る程度電気料は見込んでおったんですが、こ

のままでは年度末まで足らないんではないか

ということでの電気代40万円の追加でござい

ます。 

 それから、修繕料50万円上げております

が、当初予算で計上をいたしておりました修

繕料も既に使い果たしたような状況でござい

ますので、今後の修理に備えるといった意味

での50万円でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 先ほど32ページの

中学校費の需用費の補正内容でございます。 

 先ほど長谷川議員にご質問いただきまし

て、数字的には言うたとおりでございますけ

れども、光熱水費につきましては、電気代に

つきましては７月、８月、９月が前年度より

相当伸びたという状況で、電気代の補正内容

になっております。 

 それと、上下水道の水道代の追加でござい

ます。 

 これにつきましては、両中学校のプールサ

イドの配水管の漏水が発見されました。それ

に基づきまして、上水道代、または下水道代

という形の補正を今回やらせていただいた内

容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどの財産管理費のとこ

ろで、事故が減ったということの割引率で減

少したという話。これ、何台分についての割

引。 

○議長（佐野芳彦） 財政課長。 

○財政課長（香田大然） 公用車54台分でご

ざいます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほど丸尾部長に答弁いた

だいたんですが、修繕費の追加っていうこと

で50万円やと。これ、現状使い切ってるとい

うことなんですが、修繕料で一番需要があ

る、修繕することに使うという意味で、何が

一番必要なんですか。何に対してこの修繕料

がかかるんですか、一番使われるもの。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 会館管理にお

きまして、修繕の必要がある部分についての

修繕料でございますので、これまでこの今年

度の前半で申しますと、上水の給水ポンプ、

それから浴場のろ過ポンプ等々が故障をいた

しておりまして、置きかえ等が生じておりま

す。また、３階にあります給湯の２次循環ポ

ンプの、これも水漏れを起こしておりまして

置きかえを行ったということで、多くの修繕

費が必要になったということでございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回の補正では、特に国の

補正予算に伴う５兆1,000億円の対策を盛り

込んだものとしてでありますが、その中での

厚労省関係の医療、介護、そういう分野でも

１兆2,225億円と、こういうふうになってお

ります。 

 特にこれまで予防できるワクチン、こうい

うものを接種をするっていうことが大事であ

るということで言われてきて、日本の場合は

特にせんだっても放送をしておりましたけれ
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ども、使用が遅いと、一番遅れているのは北

朝鮮と日本やと、こういうふうに言われてい

るんですね。 

 それから、前のときに私も子宮頸がん等の

ことについては６月議会でも言って、それで

国がやるべきものやと、それから９月議会で

はほかの議員がこう言って、国がやるべきも

んやということで、後ろへ後ろへ寄ってきた

んですが、このたびは一応国の対応が決まっ

て、これらのものとして1,085億円というこ

とを出してきたんですね。 

 それで、それが国の揺れまわっている対応

というのは、財源であります。一般会計の予

算の半分に近いものが国債、いわゆる赤字国

債を発行する線というような形でやっている

中で、継続をさせるっていうことが一番大事

やと思うんですね。そういうことへの取り組

みの問題と、都道府県などの市長会もやはり

肩がわりすることについて、子ども手当の問

題もありますし、この財源がどう左右するか

っていうことで、継続的にこれが実施されな

ければならない、これはどなたもそう思うん

だと思いますけれども、財源によっては今回

のことも2,200億円が県費で措置して、町に

もそれぞれの自治体でも持ってくれというよ

うな動きが出てきているということになるわ

けですね、今後。だから、これを継続させる

ことが必要だと思うんですけど、それの取り

組みが本町住民にとっても極めて大事だと思

います。 

 衛生費の関係では、先ほど言いましたよう

に、これらの接種促進事業として県費の補助

と、それから歳出では予防費として、24ペー

ジから26ページにかけて示している委託料で

6,039万円を上げているわけですね。これら

でさらに必要なものを含めて、今後大事なこ

となんですが、継続の問題と、それから町で

も継続して、少なくとも今後においてもどう

なろうと実施すると、そういう意思が必要だ

と思うんですが、その点いかがか。 

 それから、高齢者インフルエンザ接種委託

料の減額がここに見られるわけですけども、

今年は特にインフルエンザの発生、流行とい

うことが危惧されると、こういう中での減額

はどうかということがあります。 

 扶助費のほうでは、それらのことが補完さ

れているようにも見えますが、実際に多く発

生してきた場合にどうかという、対応できる

かということ。また、予防の希望者が多くな

ればなるほど、そのことによって医療費はま

た少なくて済むということになりますけど

も、この減額。 

 それから、高齢者の肺炎球菌についても減

額ということでいいのかどうか。そういう点

で言えば、他の財源があるものについてはす

るけれども、こちらのほうはどうかというこ

ともあります。 

 県も、これまでの経緯を見ますと、子供の

医療費についても国が言い出したら引っ込

む、ほいで市町に肩がわりせえと言う、そう

いうことを繰り返しているわけですから、ど

この財政も厳しい中で、しかし責任を持たな

きゃならないのは太子町だと思うんです。や

っぱり直接住民とかかわるところで責任を持

って取り組むということ大事なんですけど、

そういう姿勢に基づいて継続をさせていくっ

ていう意思、町が意思が働いて、それに基づ

いて予算措置をして事業を実施するというこ

とでないといけない、こう思うんですが、そ

の点と。 

 それから、ちょっと今までの質疑、私もこ

れどこかなと思いよったら、オサナナジ美の

ところという信号、もっと前にもお酒の関係

もあって死亡事故が本町職員の親族もあった

と思うんですね、ずっと前です。ほいで、あ

そこは要望等の絡みと、それから信号をつく

ってくれと言うて進めてきて、今度は信号で

出にくくなったというてという意見まで、い

やあそこだけじゃないですよ、つくったとこ

ろでは、また出にくくなって渋滞を別のこと

で生み出すということもあるんで、そういう

ことのないようにしないといけないと思うん

ですね。 

 自動車だけではなしに歩行者の安全という
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ことがありますが、あちこちで信号というこ

とで、先ほど上田議員が言われたようなこと

もあります。交通量というのは、渋滞してい

るところで案外と起こるんではなしに、割合

あいてるとこでひょこっと起こってくると、

こういうこともありますから、その点で言え

ば、後々に信号をつくって不便になったとい

う人が出てくる可能性もあると。そこらを含

めて整理しとかないといけない問題ではない

かと思いますが、その点はクリアできとんで

しょうな。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 補正予算書の

24から25ページにかけてのご質問がございま

した。 

 ３点ございましたが、まず１点目でござい

ます。 

 この継続的な取り組みはどうかということ

で、町の姿勢を今問われましたが、このたび

の緊急促進の関係でございまして、国が緊急

的にこういった措置をとられた。したがいま

して、この22年後半から来年度、23年度の

24年３月31日までの一応の措置ということで

ございますが、町の姿勢としましては、やは

り予防ワクチンでございますから、ただ単に

１年何カ月の接種でもって事業終了という性

格のもんではないという認識でおりますが、

ただその財源となってまいりますと、やはり

国の財源ということが基本になってこようか

と思います。 

 それから、２点目の高齢者のインフルエン

ザの減額の関係でございますが、これはちょ

っと見にくいんですけども、この24ページの

委託料の２行目に新型インフルエンザワクチ

ンの接種助成事業委託料700万円余りを計上

いたしております。高齢者の関係のインフル

エンザ、今度新型と３価のワクチン、混合ワ

クチンになっておりまして、そこへ新たに今

回700万円余り計上いたしました。そこへこ

の高齢者インフルエンザ接種委託料の減額し

た分のうちで、大方の方がその700万円のほ

うへ入ります。一方、扶助費のほうへ51万

8,000円計上いたしておりますが、これ30人

余り、人数にしましては30人余り見込んでお

りますけども、二手に分かれて、高齢者減額

分が700万円のほうと50万円のほうへ分かれ

て、俗に言います計上し直しという形となっ

ております。 

 それから、３点目でございますが、高齢者

の肺炎球菌の減額でございますが、当初前年

度を参考に計上しておったんですが、その関

係で当初予算では400人余りの予定人数でも

って計上をいたしておりました。ところが、

現実績が120人ほどということで大きく見込

みが減っておる状況がございました。まだ年

度３月までありますが、ある程度この程度の

減額というのは、現在のところで減額したい

ということでございます。 

 これなぜ人数がこれだけ減ったのかという

のは、原因等々はちょっとわかりかねるんで

すが、やはり初年度は大々的にＰＲされまし

た、マスコミ等も含めまして。そういった関

係で、やはりご心配になった方が一挙に接種

をされたという背景もございます。途中でワ

クチンの供給が間に合わないという状況が昨

年ございましたが、今年につきましては、あ

る程度１回打たれますとかなり免疫が持続し

ますので、そういったことで１回打たれて、

インフルエンザのように毎年打たなければな

らないという性格のもんでございませんの

で、そういった関係で人数が落ちついたかな

という思いがいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 老原の信号機

についてのお尋ねですが、先ほどから申し上

げておりますように、交通量等も考慮した中

でということでございまして、形式といたし

ましては押しボタン歩行者専用ということに

なりますので、そのあたりは十分その交差点

の形状等を考慮した上でそういった方式を採

用をしたということでございますので、十分

そのあたりも考慮されたものというように考

えております。 
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○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先の、いわゆる予防接種と

いうのは少なくともそのことによってＨｉｂ

ワクチンもそうですし、それぞれの予防接種

はそのことによって助かる命が助かるという

ことであるから、実際にはこの年度はやっ

て、いわゆる２年間ということの中で打ち切

られるものでは私はないし、またそうしては

いけないと思うんですね。当たり前だと思う

んですわ。 

 それで、それがいかなることに国のほうが

しようと、また国には当然先ほどの答弁があ

るように継続を求めると、ほかの予算を削っ

てでも継続を求めるということが、地域にお

ける措置を拡大することになるわけですね。 

 一括交付金制度でいろいろ言われている中

で、これも市町それぞれの自治体によって格

差が生じる可能性があるわけですから、国が

全体としてこういう予防接種を行う、継続す

る、これは力を入れて要求しないといけない

問題ですが、本町としては先ほどもやっぱり

財源については国と言っているけれども、町

がやっていく上でもそれほど費用がかかって

くるわけではない。後に病気にかかって死亡

が出たら、家族もそうだし医療費もかさむ、

そういうことから考えますと、予防が大事だ

ということだけははっきりしているわけです

から、継続をするということを再度確認して

おきたいと思います。 

 先ほどの交通の関係では、ほんまに歩行者

専用はええんですよ、何も悪いとか言ってる

わけじゃないけど、あそこでちょいちょい同

じような話が今まで出たんじゃないですか。

沖代線っていうのも、ほんまに通行量が多い

わけですから横断しにくいと。そういうこと

から、小学校のとこ、あるいは学童の関係も

ありますからつくったと。そのことによっ

て、要求しよったった人がまた不便になった

と言うとっての人も現にあるんや、出入りの

関係でね。べたっととまってしまうというこ

とから、沿道の人たちの出入りの問題がある

と。こういうことも含めて、なかなか両方へ

のほおかぶりというだけあって、片一方がよ

ければ片一方が悪いっていうようなことも起

こり、しますんで、渋滞が拡大しないように

も考えなあかん。割合渋滞するんですよ、あ

の辺一帯が。だから、そういう点では十分交

通量を考えてというものの、どうするんかな

と思うぐらい私も思うんですけど、その辺は

遺漏のないように取り組むべきだと思います

が、再度確認だけしときたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 片方でとめれ

ば、片方で伸びてくるというのは、もうこれ

は信号機をつければそういうようなことは少

なからず出てくるというように思います。 

 しかし、当然歩行者の横断というのが非常

に交通量が多い中でしにくいという状況で

は、やはり交通弱者でございます歩行者も保

護していかなければならない。 

 そしてまた、沿道につきましては、そうい

った部分、少なからず出てくる可能性として

はあると思いますが、全体の交通安全という

中で理解をしていただくしかないのではない

かというように考えております。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 継続的な取り

組みへの再度のお尋ねでございます。 

 これも国の位置づけといいますか、これは

もう私はこのワクチン行政においては欠かす

ことができないというふうに思っておりま

す。 

 したがいまして、国のほうもまずは緊急的

措置ということで22、23年度という扱いにな

ったかと思いますが、今現在もこの３ワクチ

ンにつきましては、予防接種法上での定期接

種化へ向けた検討を行うということが言われ

ておりますので、やはりそちらのほうに期待

をしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

 ああちょっと待ってよ。３回終わってる。 
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 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 信号機の設置について、よ

くわかりました。 

 データ等に基づいてやっていくということ

なんですけれども、それを実際に本当にどう

かというのを、非常に失礼な話ですけども、

検証したいと思いますので、そういうことで

信号機を設置してきたんなら、あそこのあす

かホールのお向かいに信号機よりも歩道橋の

ほうがベターということの中で、交通量とい

うことをおっしゃいましたが、それは恐らく

姫路バイパスの無料化以前のことをおっしゃ

ると思うんですけども、そういう背景もあっ

ただろうし、片や姫路市ではあの時分にもう

歩道橋を撤去していると、というのは既設の

歩道橋を撤去しようと、美観的にも邪魔にな

るというんで姫路市は撤去しかけた時期なん

ですよ。 

 そういういろんな社会的な背景はあるわけ

なんですが、それと龍野線があれが計画でも

う何年か先にはあそこにはもう交差点がつく

んやということが歴然としておった時期に、

あえて２億円、国の金かどこの金か知りませ

んよ、しかし税金には変わりないんですよ。

太子町の金だろうが、国の金だろうが、税金

は税金なんです。我々が出した税金なんで

す。そやから、無駄なお金の使い方はそれは

やっぱり戒めるべきなんで、そういうことの

もろもろの議論をした中で町が選択したわけ

ですから。ですから、そのデータというもの

は、僕は必ずあるはずやと思うんで、今は結

構ですけれども、今新たに信号をつくるよ

と、つくろうとしとるデータが本当に確かな

ものかどうかというのは、過去のデータを見

てみたらわかると思いますので、そのときの

データも後で結構ですから提出をしていただ

けますかどうか、お尋ねします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 信号機につき

ましては、設置する権限といいますか、そう

いったところについては公安委員会というこ

とでございますので、私どものほうでデータ

ということについては持ち合わせはございま

せん。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 まず１点は、沖代線の工事

の件で、これは期間としてはいつからいつま

でで、何期に分けて行うのかということが１

点で、当然これアグロの交差点までだろうと

思うんですけども、それをお願いします。 

 それともう一点は、歳入で国庫支出金で安

全・安心な学校づくり交付金追加323万円、

これは斑鳩小学校の屋内運動場にということ

と、それから町債で教育債、斑鳩小学校屋内

運動場改築事業債追加で1,660万円上がって

ます。それについての歳出面でそれが出てこ

ないんですが、その辺の説明をちょっとお願

いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 沖代線歩道の

工事の関係でございますが、現在当初予算約

120メートルの予算は計上をしております

が、先ほど申し上げましたように、早急に仕

上げ、供用していきたいということの中で追

加をいただいたということで、当初予算と合

わせまして工事を施工したいというように考

えております。 

 補正予算を可決をいただければ、早速準備

に入りまして、現場につきましては２月ぐら

いからというように考えておりますが、追加

と合わせて繰り越しをさせていただいて、７

月、８月ぐらいまでに終えたいというように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（西村隆志） 失礼しました。 

 今回の小学校費、学校管理費の中で、財源

組み替えという形で補正をさせていただいて

おります。それは、ページ、32ページかと思

います。 

 その中で、今回の斑鳩小学校の体育館の関

係で、本年度予定しております事業費につき
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まして、国庫ですね、安全・安心な学校づく

り交付金の内容が交付決定がございました。

その関係で、当初700万円余りだったと、予

定でございました。それが、交付金決定が

1,042万7,000円の交付決定をいただきまし

た。その関係で、今回国庫補助金の補正をさ

せていただいたところでございます。 

 それに伴います地方債、全体を見まして事

業費並びに国庫補助金、そしてそれに伴いま

す起債、町債の発行でございます。これが中

身が変わってまいりますので、今回1,660万

円の町債を増やしていただいたところでござ

います。それに伴いまして、一般財源とし

て、一般財源が減額になったという中身でご

理解いただきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 先ほどの沖代線ですが、２月から、予定で

すけど、七、八月ごろまで繰越明許という格

好だろうと思うんですけども、何期かわかり

ますか。 

 何期というのは、要は請け負う工事の会社

が何社ぐらい入るんというか、その期間です

ね。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 工区につきま

しては、１工区ですべていきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第５７号 平成２２年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第57号

平成22年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はきのうも一般質問でも

尋ねましたが、今警鐘を鳴らさないといけな

いのは、後の後期高齢者医療保険会計と、そ

れから国民健康保険の関係を改悪しようとし

とると、私は、住民から見ればね。だから、

そういう点では、やはり今声を上げていかな

いといけない段階だと思います。 

 介護なんかではシミュレーションをまだし

てないということでありますが、実際市町村

のそれぞれで今繰り入れたりして、国保の保

険料、税を抑えていってるという自治体は多

数、全国ほとんどのところでそういう取り組

みをしておるということで、トータル的には

3,700億円だそうですけども、それが全国的

な繰り入れの実態だそうでありますが、その

ことによって若干の医療費が増えても国保料

とか税とかというのの上昇を抑えとるという

ことであります。 

 そのことで皆さんも負担、いわゆる税負担

が少なくて済んでいる。しかしながら、本町

の税で見ましても、納められない人たちが１

割あると、こういうような状況ですから、こ

の国保の保険料というのは、皆さんにとって

は大変な保険料負担です。それを抑制すると

いう点では、一般会計から支援をする、こう

いうことが必要なわけであります。 

 この広域化を目指す中に、単位を大きくい

たしますと、血も涙も、もう非人間的な形で

徴収を開始する、また納められない人たちが

出てくると医者にかかれない、こういう状況

を生み出すと。金持ちはどないもないけど

ね。しかし、もう貧乏人全体は、そんなわけ

にもいきません。 

 そういうような制度改悪に連動させるよう

なことを、現に厚労省の担当者が言ってるわ

けですから。それは、どういうふうに言って
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るかといったら、保険者を市町村にすると、

市町村は国保と同じく一般会計から繰り入れ

てしまうというて言うてるとおり、その動き

があるんですよ。ないということがあるんだ

ったら、説明してください。これが一番大き

な問題で、何でか言うたら、さらに全世代間

に拡大すると、負担を。もちろん、後期は現

役世代の負担もあるわけですから、それだけ

やなしに負担を拡大するという方向ですの

で、きちっと国保と後期医療っていうのは、

今ほんまに一体的に考えて制度が悪くなって

いることをしっかり見きわめないといけない

と思うんですね。そういう認識にあるかどう

かなんです、町は。 

 だから、国保というのは今まで、私がちょ

っと伺っておきたいなと思うのは、一般財源

の投入を解消できるさかいにこういうことが

進められたらいいと思うとんのか、一般財源

というのは今先ほど言ったようなことです

よ。それやったら、ほんまにこの太子町はも

うだめですよ。そういう面から伺いたいと思

います。国保を維持する、そして市町村がし

っかりとその住民のところで皆保険をより充

実させたものとして運営する、当たり前じゃ

ないんでしょうか。そういう点を聞いておか

なければいけない問題として伺っておきま

す。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今のご質問

は、国保の広域化に対するご質問かと思いま

すが、やはりこの国保会計、財源の問題とい

いますのが、もう全国どの自治体におきまし

ても同様の構造がございますので、非常に苦

しいといいますか、厳しい状況でございま

す。 

 また一方、今国のほうが言っております広

域化といいますのは、もちろんそういった構

造的な脆弱さがそれぞれ小さい保険者等が抱

えておりますから、そういったものでの広域

化といったことでございます。 

 中に、確かにそういった議論があるようで

ございますので、昨日も私申し上げました

が、やはり県のほうでは運営を県に任される

ということから、その財源について非常に国

に対しても大きな注文をつけておるというと

ころは、きのうご紹介させていただいたとお

りでございます。 

 したがいまして、私どももそういった、今

桜井議員さん言われたように、ぱっと渡して

しまえば市町村はええんかなと、そういうお

尋ねのようでございますが、必ずしもそうで

ございませんで、やはり県にしろ市町村にし

ろ、やはり国保の運営ということにつきまし

ては、一番大事な、安定的な制度の維持とい

うことにかかってまいります。すなわち、裏

返せばやはり安定した財源ということになろ

うかと思いますので、今国が検討されておる

内容について、我々は期待もし、注視もして

おるというところでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、なぜここでもよく

悪法も法なりとか言うて、そうでしょうと言

うてやりとりします。 

 しかし、その制度が変わる前にちゃんと地

方から意見を上げるのは当たり前でしょう、

そういうことであれば。県が言っとるから安

心しとれるわけじゃないです。県も困るから

言いよんです。 

 原因をつくっとんのは何ですか。国庫の持

ち分がどんどん減ってきておるんですよ。今

も減らそうとしてる。それが減らすためにこ

うしよんやから。減らされたら困るというこ

とが大事なんや。今までどおり責任を持て

と、84年から変わってきとんですからね、

1900。半分ほどのものが２割余り減ってき

て、年金でも今どない言いよるいうたら、２

分の１や言うといて、財源がないさかいに消

費税やとか、別のことばっかし言うとると。

こんなことでは、制度全体が改悪されて安心

して暮らすことができない、こういうことに

なんのは日を見るより明らかじゃないです

か。高所得者はそれは別段こたえへんかわか

らんけれども、低所得者はほんまに全体でど

れだけ負担したら済むんやと、こうなるわけ
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です。 

 ほんで、さらに医療にかかれば医療にかか

っただけ自己負担は増えていってるわけです

から、そういうようなことをしますと、ほん

まに金の切れ目が命の切れ目になってしまう

ような、人間の尊厳を踏みにじると、こうい

うような状況に追い込もうとしとんですよ。 

 ここで言うてもどうにもならんというよう

なことを言うかもわからんけど、そうじゃな

いですよ。地方からきちっとそれではあかん

ということが全国の自治体から上げていけ

ば、それは変わりますよ、選挙が怖いんやか

ら皆。今は財界の関係で５％をまた法人税を

と言うてますけど、それ選挙が怖い、金がな

かったら選挙でけへん、そういうようなこと

の中で、いろいろやってるわけです。駆け引

きみたいなんしよんやから。 

 やっぱり住民の暮らしと命を守るのは、や

はり末端の市町村ですよ。そこから声を大き

く上げて、それはまかりならんと言わないと

悪法がつくられると、そう思いません。そ

れ、思うんか思わんかだけもう、それで声を

上げるということの大事さ。 

 それで、国保は今でも先ほど言いましたよ

うに、納め切れへん人がおってんですわ。悪

意で悪質な者がおるかわからんけれども、納

め切れへん人が太子町でも現実におる。それ

で、税金を上げるときには、それを差し引き

して不足分として引き上げる仕組みにしとう

から、余計あかんのですよ。違いますか。こ

こらを国保っていうとこはしっかりやってい

かないといけない問題ですから、姿勢だけは

さらに伺います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これもきのう

答弁の中に私織り込んだと思いますが、この

広域化に当たりましては、知事会がはっきり

と国に対しまして、国の財政責任を明記して

くれといったことを注文として突きつけてお

られます。 

 もちろん、知事会のみならず、私たち市町

村も同様ということでございますので、それ

を代表した形で国の財政責任の明確化という

ことが言われておるということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 保険給付費についてお尋ね

します。 

 額としては微々たるものです。微々たると

言うたらおかしいですけども、少ないんです

が、当初予算１万円が補正で１万4,000円

で、結核医療付加金やね、計２万4,000円に

なったと。金額的には少ないんですが、ただ

額としては2.4倍になったということは、テ

レビ等で結構結核について宣伝されているよ

うでありますが、これは実際に結核にかかっ

た人が増えたという現状なのか、それと太子

町のこの結核の状況といいますか、そして今

後の推移といいますか、その辺をちょっとお

尋ねしたいんですが。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今般の補正に

つきましては、３月診療分から７月診療分ま

での実績、５カ月の実績をもとにいたしまし

て年間の見込み数を見込んだということでご

ざいまして、これまで３月診療分、それから

４月、５月、６月、７月までで、それぞれ４

人、３人、２人、３人、３人と、大体一月当

たり３人平均ぐらいできております。 

 それを割り戻して、年間大体２万4,000円

ぐらいになろうということでの補正というこ

とでございまして、昨年度、21年度の実績で

は7,400円でございましたが、今年度はかな

り上回っておりますので、それだけ診療数が

増えたということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 それともう一点、今後の動

向といいますか、予想としてはどういうふう

に考えておられますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この予測はな
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かなか難しゅうございまして、といいますの

は、やはり直近の年度を参考にして予算計上

させていただいておりますが、ちなみにその

もう一つ前の20年度ではゼロでございまし

て、なかなか予測というのが難しゅうござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第５８号 平成２２年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第58号

平成22年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今次補正では、主に保険給

付費の6,182万2,000円、その中でも予防サー

ビスあるいはそれに伴うもの、それから居宅

施設、それぞれに追加をするという形になっ

ておりますが、介護保険というのはまたあと

２年後に大改正が行われてくるわけですが、

これも負担があって介護がないような実態を

つくってはいけないと、当たり前だと思うん

ですけど、そうじゃないですか。 

 ほいで、今回の補正はあくまで実績に基づ

いてこれからの給付に対応するということ

で、今言いますような補正予算として出てき

ているんですけども、現制度の中でもいろい

ろ工夫しないと施設も利用しにくい。それか

ら、在宅においても周りが大変な目に遭って

いるということは承知してますか、実態を。

やりくりしないといけないから、皆困ってる

わけですね。それが、さらに支援は措置しな

いと、こういうふうなことになるから、私は

一般施策でしっかり和光市の例を紹介してき

のう言いましたね。 

 だから、この制度の中では締め出そうとす

る、一方必要とする人たちはたくさんあるわ

けです。家事支援なんかでも、もう条件をつ

けてできないこと、できないことをつくって

しまう。ヘルパーを派遣しても、これはでき

ないということを言うから、本当にしてほし

いことがしてもらえない、こういう実態もあ

ります。 

 それから、要支援２と要介護のはざまで出

てきている人たちの中には、ある程度の痴呆

が進んで、その場では、前にもいろいろここ

で論議がありましたけども、認定でケアマネ

なんかが行ってしたり、それから認定審査会

が審査をする段階ではこれはできますという

て気張って言ってる。しかし、それが実際的

にはできない。そしたら、だれがするのか

と、家事でも居宅介護でもね。だから、周り

がしないといけない、こうなるんですよ、な

ってるんです。 

 だから、それらをよう承知した上で昨日の

論と、それからこれから改定しようとするこ

とに対して負担がいわゆる給付抑制と負担増

が先にあってはならないということを思いま

すし、また利用料、いわゆるデイですね、そ

ちらのほうも全体に伴って引き上げるような

ことがあったら、ますますお金の面でどない

もならんと、こういうことになるんです。そ

れらを町は認識してますか。 

 今後ここの補正予算では、6,182万2,000円

というものと、予防サービスを含めて予算措

置をしているんですけども、これらでこれま

での経緯の上に立って、上期と下期でこうし

ましたというけれども、介護保険の中ではこ

れはやってはいけないことになっとったら、

今言うたようなことはできませんわね。私が

言うようなこと、つなぎになるような、介護

保険を使えないようなこと。そしたら、一般

の措置をやらないといけないんじゃないです

かね、そうなってくるでしょ。それで、和光
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の例を言ったんですよ。 

 皆さんは安心して介護が受けられるように

ここへ強制的に10年前に組み込まれたんでし

ょ。金はかけろ、さあのときには十分役に立

ちます、こういうことでこれつくったん違う

んですかね。しかし、それが利用できないよ

うな方向へ来てるわけでしょ。居住費から食

費から何から、もうわずかなお金の中から取

り上げていく、さらにそれをへつっても増や

す、こういうような制度改悪もあるし、現状

もそうですからね、負担ある者は負担ですか

ら。計算して周りの者はしなきゃならん。し

かし、何カ月かになったら兄弟が何人おって

も兄弟間でほんまに冷たいことが起こるんで

す。そんなことにならないようにすることが

この保険だと思うんですけど、どうですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 昨日の一般質

問にもあったかと思います。 

 今回の改正に向けた審議会の意見書が出て

おりまして、その中で取り上げられている部

分がございます。特に軽度者向けの家事援助

の縮小といったところで焦点が当たっておる

部分がございますが、これにつきましては、

この審議会の介護部会の中でも意見が分かれ

ておりまして、意見書ではさらに検討が必要

ということで結論づけたような表現にはなっ

ておりません。やはり慎重に検討すべきとい

うことでございまして、私どもも単に軽度者

向けの家事援助の縮小がいいか悪いかという

ことになってまいりますと、もう大変心配の

ほうをするわけでございまして、そういった

ことでやはり法に基づく制度でございますか

ら、やはりこれから国のほうでこの意見書を

土台にどういった結果といいますか、結論を

出されるのか、非常に気になるところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、気になるのはその

ところは一緒です。私、気になるから言いよ

んや。気にならんのやったら言わへんし。 

 どんどんどんどん進んでしまってから言う

ても遅いんですわ。だから、既に昨日も言っ

たように、知らないことは怖いと、知らされ

ないことはもっと怖い、そして知ろうとしな

いことは罪なこっちゃと言いましたでしょ。

ほんまにそうだと思うんですよ。知る努力を

してそうなってはいけないから働きかけをす

る、こういう人間であり、また人でなければ

ならんと思うんです、罪なことにならないよ

うに。私は、その立場で今までも言うてきて

るし、知る努力もこういうふうにしつこいほ

ど言ってます。知らないと言えません。だか

ら、そういうことを言っとんです。 

 現状も余り繰り返すとなんですから、年間

所得の低い人ほどどないにもならん、これが

制度ですよ。それに追い打ちをかけるような

ことが起こりよんでしょ。ケアプランでも有

料にするということなんですから、どんどん

どんどん悪くなっていってる、そういうこと

が出てきている。それをシミュレーションし

てくれというのは、シミュレーションまだで

きてないと。しかし、現実に太子町でどうい

うふうになったらどうなるっていう、２年後

にはこないなりますということを皆さんに示

さなんだらわからへんねや、これは実際ね。

わかってへんでしょ。わかるようなもので示

していけということなんです。 

 それで、私はきのうも要支援とか、年間所

得とか、こう言いました。それらのシミュレ

ーションがあって、初めてこんな負担なって

くるんやなというたら、もうほんまに命が、

身の縮まる、命の縮まる思いをすると思うん

です。保険料も4,160円から5,200円と言うと

るけれども、これらもやっぱり皆さんにきち

っと、新聞に出とうからと違うんですよ。太

子町はこういうことになりますよというシミ

ュレーション資料を示して、ほいでこないな

ってもよろしいかと言わないといけんのが行

政だと思うんです。 

 それから、介護保険は名前は介護保険やけ

ども、先ほど言いますように、それからはじ

き出されておる人たちは介護を受けられへん



－113－ 

のです、金だけ取られて。今もそうでしょ。

一般施策で和光のように補ってるところでも

深刻やと。できることは町もしてないとは言

いませんけども、それぞれの施策を推進す

る、ここからはみ出た人たちがどういうふう

に措置を受けられるかということが一方で確

立されたら、太子町は住みよい町になるんで

す。それが確立されなかったら全国一緒で、

むしろ悪いと、こうなるでしょ。 

 その点から言ってるわけなんですが、私も

ほんまに悲劇やなと思ってるのは、ちょっと

だけ紹介させてもらいますが、うちの妻のお

母さんは元気なんです。しかし、ちょっとこ

ちらのほうがややこしいんです。おまけに、

腸の手術をして袋をつけてます。そしたら、

そいで１人を住まわしとったら、自分は元気

や思うから、ガスで火をつけようとする。大

変なもんやから施設へ預かってもらうという

て、ショートステイでたつの市でお世話にな

ってます。そしたら、そこへお見舞いに行っ

ても、そこでも職員は一生懸命やってますけ

ど、職員の労働条件はそれほど改善されへん

という、今回もそうです。 

 一方で、つなぎの段階で、私のとこでも一

緒に見てますと、親子ですから、もう大変な

もんです。寒い家でふろへというたって、裸

になって、もうほんまにことが起こります。

これが、今のはじき出されている人たちの現

状じゃないかなと、うちで実体験として今言

いよんですけど。大変ですよ。 

 だから、介護保険は介護というために40歳

以上から金かけて、ほいで皆さん安心してく

ださいというて10年前に入れたんでしょ。何

でそうならへんのです。まだ悪くしようとし

てる。違うんですか。はっきりしてほしいん

です。ここの制度ですよ、これは。ほいで、

国がやってきたら、国は自分とこの負担を減

らすために、どんどんどんどん改悪しよん

や。迷惑な話や、地方もね、はっきり言え

ば。しかし、もっと迷惑なのは住民じゃない

ですか。その辺の認識ありますか、お伺いし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 国のほうも、

やはりこの社会保障制度でございますので、

制度の安定維持ということから将来予測、試

算等に基づいて種々手を打たれるということ

でございますが、あともう15年もすれば現在

の３倍の介護費用が推定をされるということ

でございますから、そのどれほどの費用が要

るかということでもって、その全体枠の中か

ら検討されておるということでございまし

て、当然この負担のほうにおいてはそれに見

合う負担というんがまいってまいります。 

 その中で、今回の意見書の中にも一部出て

まいったのがそういう点でございまして、た

だ費用、サービスが増えるから、それじゃあ

負担といいましても、この意見書にもありま

すように、やはり月額5,000円を超えるよう

では限界を超えるといったことが一般的とい

うことでございますから、その枠と枠の中

で、非常に苦しいというんですか、本当に両

論併記といったような中身が出てまいってお

ります。非常に苦心をされておるというふう

に私は思えるんですが、一方で、それぞれ

日々の生活の面がございまして、そこの兼ね

合いというのが大変かじ取りが難しいという

ところでございまして、今桜井議員さんのご

指摘の部分についても、確かに毎日毎日のそ

れぞれの生活を支えていく上で、本当によく

現状を把握をしなければならない面がござい

ます。 

 また一方で、そういった負担の問題という

ことを重ね合わせなければならんというとこ

ろで、非常に私自体も明確なこうだといった

ことがなかなか言い切れないというところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 少なくとも、先ほど言った

ようにシミュレーションとか、早く太子町内

で今介護保険の対象者と、それから実際には

認定申請をしてその後こういうサービスを受

けるということになるんですけども、現状の
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対象者で実際にこういうふうに今メニューで

いってるようなことになった場合にどういう

ふうになるか。今それを示して、皆さんの批

判を受けなあかんと思うんです。 

 だから、今はできてませんということでし

たけども、きちっとして、その作業がこの会

計の中でできるかどうかやね。補正予算等は

あるけど、事務費の中で含めて。やっぱり作

業をしないとシミュレーションできへんでし

ょ。やるっていうことでないと、皆さんに実

態と今後を示すことはでけへんと思うんで

す。そやないと判断でけへんでしょ。いかに

悪くなるかということが判断でけへんので

す。 

 実際に介護を受ける段階で、対象者も家族

もえらいこっちゃなあとなる。それでは遅い

んですわ。それまでに、ようけ先取りしとう

金はどこへ行ってまうんやと。支え合いとい

うようなことを言ってごまかしたらあかん。

そのためにかけとったら、かけとるような結

果がなかったらあかん。そのシミュレーショ

ンは少なくともやってもらうことがこれでで

きるかどうか、またやるべきやと思うんで

す。やらないでいいはずはないんです。そう

なったときにどうなるかというのは、一番大

事なんですよ。 

 そこがかみ合わなんだから、答えはかみ合

わへんねんけど、どないやろ。立っとくけど

な、いや立っとんやで私は。かみ合わなんだ

ら答えが出えへんがな。その辺は、この会計

で、運営でシミュレーションはまだしてな

い、しかしシミュレーションはしましょう

と、いつそういう結果を出しましょうと、新

年度までに少なくともこういう結果を出しま

すと、今国がねらってるような方向でいけば

こないなりますと、それではあきませんとい

うのが皆さん言うと思うんですよ。しかし、

そのぐらいの作業はできないはずがないでし

ょう、シミュレーション資料をつくるんの

は。そこを聞きよんやけど、いやいやいやと

言うて言葉だけ濁されたら、私ここで立っと

かなんだらしょうない。ちゃんと答えはしま

すということになれば座るけど、３回という

ことがありますから、一応今私はこれは３回

目、これでは言いよんや。だから、次にはな

いんや、一応はね。だけども、その話が出な

いとあかんから立っとんや。 

○議長（佐野芳彦） シミュレーションがで

きるかどうか。答える、答える。答えるらし

いですから座ってください。 

（桜井公晴議員「いや、ほんまか」の

声あり） 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 本町でのシミ

ュレーションでございますが、昨日も桜井議

員さんからご意見ございました。 

 早速担当課とも話をいたしましたが、この

意見書の文字だけではなかなか本町での置き

かえのシミュレーションは難しいということ

でございます。 

 俗に言います歳入面、歳出面での全体の数

字というのは、やはり国が全国のデータでも

ってはじいておりますので、なかなかこの意

見書で言われている部分だけを取り上げてシ

ミュレーションといいますのはなかなかしに

くいというところでございますので、シミュ

レーションをできますということはご答弁で

きません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時32分） 

（再開 午前11時37分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 結論的にはで

きないということで申し上げたんですが、な

ぜかというお尋ねでございます。 

 これも今改正案というんですかね、それの

意見書につきましては制度全体での枠での話

でございまして、それを今の現状に桜井議員

さんは当てはめたらできるやろうということ

でございますが、担当課と話しましてもやは

りなかなか現状に当てはめにくいということ
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でございますので、シミュレーションが直ち

にできるかといいますと、できませんという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） いや、休憩していな

い。今、回答に入ってますから。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時38分） 

（再開 午前11時42分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第５９号 平成２２年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第59号

平成22年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これもくどいようですけど

も、今ほんまにまた真剣に考えなあかんと。 

 町長のアンケートでは、一応この推進って

いう、今やっとんやからと、こういうふうな

ことにきのうの答えもおとといの答えもあり

ましたね、新聞にも載ってるわけですけど

も。実際に制度を変えてこようとしている、

これもわかっとる話やないですか。ほいで、

実際に反対の意思をすごく主張できないの

は、一般財源の投入の解消ができるからとい

うことなんですかな、太子町は。それも恐ろ

しい話や、住民にとってはね。 

 一つは、ここの議員である副町長に聞きま

すけど、もう会議録等は出たら皆さんに渡し

ますと、皆さんにと言うたんやで、言うたん

やけど、もうどっかに出とんですか。それも

確認しときたいと、もうそんなに遅いないは

ずなんやけど。やっぱり会議が終わったらそ

れに基づいて報告しますということが前回言

ってるわけだ。それは、少なくとも説明する

ということで確認しときたいと思います。 

 それから、やはりその場でも主張しないと

いけないし、一方ここでは後期高齢者という

ことで詐欺みたいな、結局中へ組み込んで負

担だけが増えていく、ほいで75歳以上を外し

ていく、それをそのまま残して制度、看板だ

けかけかえて、さらに年齢を広げて、そして

全年齢にそれも拡大すると、こういうことが

あったら太子町どないなります。されたらよ

ろしいか、皆さん。あかんでしょう。ええん

ですか。当局の基本的な見方、考え方聞きた

いと思います。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 前回の議会で申し上

げたんですが、私は担当課長のほうに議会に

提出するように指示しておりますが、まだ届

いてないようでしたら、事務局のほうには多

分いってると思うんですけど、担当課長のほ

うに指示はすぐにいたしました。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前11時46分） 

（再開 午前11時47分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど申し上げまし

たが、担当課長にはそういう指示をしており

ましたが、今確認したところ、まだ提出して

ないということで、すぐに提出するよう今も

言っておりますので、そういう指示をいたし

ましたので、議会事務局のほうに一部は今日

いくようにいたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） もう一点。もう一つあ

る。 

 桜井委員、ちょっと座ったままで、もう一
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点は。 

○桜井公晴議員 こういうふうになっても当

局はほんまにいいんですかと。それが当たり

前やと思いますかということについて、今後

の後期と国保を連動させたり、後期は制度を

変えて拡大しよんですね、現時点。それでえ

えと思っとんですかということ。住民は泣き

ますよ。 

○議長（佐野芳彦） ということ。 

 どなたが、どっち。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） これも制度で

ございまして、社会保障制度の見直しという

ことでございます。 

 いいか悪いかというご質問でございます

が、これももう専門家を初め、多くの前回問

題提起がございました関係もありまして、非

常に多方面からの検討がなされておる中で今

進行中でございます。それに当たりまして

は、最善の改正案が出てくるということで思

っておりますので、いい悪いというのより

も、やはり最善の改正案ということで承知を

しております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 よう日本語というたら、よ

うわからんけど、最善とはよいというんや

な。何でよいんや、これが。何でええんや。

私わからん。 

 ほいで、民主党現政権も廃止するというて

きたやつなんや。しかし、国の負担を減らす

ために何をか言わんやいうたら、新たな制度

やいうてさらにいわゆる年齢まで拡大してこ

の枠にはめようとしとんやで、今。何が最善

やいな。その最善ということが、私はもうほ

んまに聞いてぞっとする。最善とは何や。 

 今の制度が悪い、それできのうも今ももう

一回伺っておきますけども、75歳以上の今の

保険料決めとることからいえば6.3ですわ

な、一応は、負担率ですよ。組合健保なんか

は19.5なんです、現状。それから、共済健保

が21.7。それから、協会けんぽが17.1、市町

村国保が９という現状、それが２年後、

2013年には75歳以上の国保が7.0、きのう言

うたとおりですわ。健保組合が21.6、共済組

合が24.5、協会けんぽが18.5、市町村国保が

9.4。それが10年後になったら、75歳以上の

国保が8.5、それから組合健保も25.6、共済

組合は29.1、協会けんぽは21.6、市町村国保

は11.2と、こういうふうになると。こういう

発表がありますやんかいな。 

 だから、そういうことも私はそういうデー

タで言いよんやけど、やっぱりつかんで、保

険料も増える、全年齢にそういうことが及

ぶ、このことが。そいで、医療の抑制をしな

い限り負担も増える、個人のね。だから、医

療抑制につながってしまうということがこれ

からの形じゃないですか。それが最善のもの

が出るとか、違うでしょう。ますます国民に

とっては社会保障の医療が受けにくくなる

と、受けられなくなると。ただでさえこの保

険料、今の国民健康保険の１割の納付が、悪

意の者を除いては１割あるんやもん、ほとん

ど。ペナルティーに資格証なんかでやったり

する、そういうことがないようにということ

はいろいろ言ってても、所によってはそのこ

とが行われる。非人間的やないで、人間とし

て認めてないんやで、貧乏人を。ほとんどし

かし、貧乏人なんですわ、この間も言うたよ

うに。一方の極に、どんどん富のほうにたま

って、弱のほうは４分の３が弱やと、こうい

うような状況の中では余り富の多い者の味方

してもうたら困るんや。ほとんどの住民がそ

ういう、昔は中産階級意識が全体にはびこっ

とったけども、そうでない時代になっとる

と、現状そうでしょう。太子町の所得水準

も、全国水準も、そしてそういう人たちに負

担を多くするような仕組みは、国が出しゃえ

えわけですよ。もちろん国にも予算があるか

ら、それを当たり前のように認めたらあかん

わいな。言うたことは国も約束したこと、公

約したことは守らせる、町もそうや。守らな

あかん。笑い事違いますよ。 

 せやから、金持ちはどないもないかわから
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んけども、貧乏人はたまらん。そういうこと

にするなと。そいで、全部国が減った分はみ

んなに負担させようとしとんのがそうでしょ

う。年齢拡大もそうや。それが、何が善政や

いな。最善やいな。この議会も、制度を廃止

する決議しとんやで、廃止決議を求める。そ

の立場で物言うてもらわな困るで。どうです

か。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 桜井議員のおっしゃ

るの、よくわかります。といいますか、理解

できる部分たくさんあります。 

 ただ、先ほど部長が申し上げましたよう

に、社会保障制度というのは国全体で考える

事案でございます。その中で、各負担が増え

るというのは、これはもちろん歳入がそこま

でに至ってないからその保険の中で制度を維

持するためにそうしようと、いわゆる歳入が

少ない中でよりよい改善をするという意味で

ございますので、歳入がどんどんあるんであ

れば、国のほうがどんどん出して個人の負担

を出さなくてもいいというのは、これは当然

のことでございますが、いわゆる後期高齢者

医療についてもやはり75歳以上ということに

なれば非常に病気にかかりやすい人がかかっ

ている、それは全体でやっぱり補完し合うと

いうような姿勢の中で各保険の中で補ってい

くという考え方でございますので、それは国

のほうがたくさん余裕があるんであればそう

いうことをしなくてもいいと思いますが、や

はりいわゆる健康保険制度が昭和36年にでき

てから日本では非常に皆保険制度が進んで、

いろんな意味での補い合う保険というものが

できている状態でございますので、その制度

を守るために今回こういうような限られた財

源の中での改正といいますか、改善をしてい

こうというのが今の現在の姿ではないかとい

うふうに私は考えております。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 それは違いますわ。 

 あのね、ここで国のことを言うた、いや言

いよんのはね、国策で副町長が言いよんのは

僕もわからんということやないですよ、お金

は皆が納めたお金ですから。だけど、国がそ

の納めた税金をどのように使うかの仕分けの

問題だ。入る金は決まってますやん。 

 だから、先ほどもワクチンの問題で言いま

したけども、赤字国債を発行する、半分ぐら

いは借金してやろうと、ほいでその借金の行

方からさらに幅広く集めようというて消費税

の問題を言い、一方で海外へ行って大もうけ

をして、それも見てもらわな困るんや。

244兆円もの金余りの状況を内部留保したん

やんか。それらについては、また減税や。一

般商工業者に減税とちゃうで。そこら辺に減

税されるんや。ほいで、国の力を強める。強

まりようへんやんか。むしろいじめようやん

か。非正規労働者をようけつくり、海外で生

産するようなことを支援して、ほいでＴＰＰ

の問題と一緒ですよ。 

 だから、国のほうに求める以外にない、国

がケチるからこうなるということは私も一緒

なんですわ。しかし、集めた税金の使い道の

問題なんや。違いますか。ほいで、聖域を設

け回るからや。事業仕分けと称してもね。そ

ういうようなことをしないで、国保にしても

介護にしても、やっぱり国が一定責任を持つ

分については後退してはいけないんや。後退

しとうからこうなっとんや、今国保の問題も

そうですよ。半分そうだったやん。国が面倒

見よったわけや。面倒見なくなったからこな

いなるんや。私はそう言いよんやで。使い道

やがな。みんな何のために、だれのために政

治をするか、地方もそうや。一緒ですよ。集

めた皆さんのつめに火をともすような中で、

いろいろ一生懸命働いて納められた税金をだ

れのために使うんかと言うたら、皆のために

です、皆のもんや。そやから、やっぱり減税

しとんや、もう。そら、金足りまへんわ。ほ

いで、そのお金を持って、外国で工場をつく

って生産して、日本は逆輸入しよんや。それ

が現状やないか。そこにメスを入れん限りは

あかんのや。当たり前の話ですよ。そっちが

まだ減税してやる言うんや、そういうことを
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言わずにお金はと言うからあかんのや。やっ

ぱりあくまでだれのためにと言うたら、国民

のためやと。生活のためや。違うんか、政治

は。いやいや、そうやないかいな。生活のた

めでないか。支えるために政治あるんやで。

地方も、県も、国も。それがなかったら、政

治ちゃうがな。そのための税金取りよんやろ

がな、太子町も。そこら辺の見方がちゃうか

らおかしなるんやけど、その立場で見たとき

に貧乏人は耐えられへんと言うとんや。特別

職は耐えられるかわからんで。 

（「嫌みかいな」の声あり） 

 わからんがな、それは。私はそうや思うが

な。嫌みでも何でもないで。皆さん困るから

言いよんや。こういうふうになったらあか

ん、だから言いよんやで。困らん人はどうも

ないかわからんけど。せやから、金持ちはど

ないもないと言うとんや、私は。どないでも

かかってや。しかし、貧乏人はそうはいか

ん。そういうことを言いよんですわ。 

○議長（佐野芳彦） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほども申し上げま

したが、桜井議員の考え方、それが絶対私否

定はいたしませんよ。否定はいたしません

が、国全体でのパイの中でどういうふうな仕

分けをするかというようなことの話をこの太

子町議会でしていただいても、私ども何とも

言いようがありません。 

 ただ、私は社会保障制度を維持するために

お互いに我慢すべきとこもあるんではないか

というようなことも思います。ただ、それが

正しいかどうかわかりませんよ。これ余裕が

あればどんどん出しゃええんですから、今先

ほど２分の１がだんだん削られていって少な

くなっていってるということもおっしゃいま

したけど、もちろんそういう現状も私も知っ

ておりますが、国がそういう制度をやってる

中で太子町だけがどうすると言われても、私

どもとしてはいかんともしがたいと思いま

す。国がやってることは、今の保険制度その

ものをやはり守る中で私はそういうことをし

ていると。 

 だから、仕分けの中で、そこへもっと金額

的なものをほうり込めということは、それは

国の中でそういうことを考えていただく必要

があるんかもしれませんけど、私は桜井議員

がおっしゃってるのは、何か都合のええこと

だけ言って、入るほうのことは、例えばほん

なら消費税を上げると言ったらどう言われる

んですか。 

（桜井公晴議員「あかん」の声あり） 

 あかんと言うでしょう。そしたら、入る中

で…… 

（桜井公晴議員「何を笑うとるんや」

の声あり） 

 いやいや、入るものがない中で、いろんな

意味で国民全体の中でこの後期高齢の今の現

時点で言うと医療制度守るためにそういうこ

とをするわけですから、それを頭から否定さ

れるんでは、ちょっとおかしいんではないか

というふうに思いますけど。 

（桜井公晴議員「私はね、頭から否定

してへん」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ３回言ってますから、

休憩してください。休憩します。 

（休憩 午後０時02分） 

（再開 午後０時03分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

 この際暫時休憩いたします。 

 再開は、あと議運をちょっと昼一で行いた

いと思いますので、半やね、１時半に再開し

ます。 

 ですが、議運のほうではそんなにかからな

いと思いますので、全員一応１時には集合し

といてください。 

（「議運をまたするんやね」の声あ

り） 

 ごめんなさい。議運を１時から。 

（「15分にしといてもろうたらええや
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ん」の声あり） 

 ほんなら、真ん中をとって１時10分にしま

す。１時10分、１時10分から議運。半から再

開ぐらいをめどにします。 

（「全協もあるやろ」の声あり） 

 全協もしますからね。だから、議運はそん

なに長くかからんと思います。 

（休憩 午後０時03分） 

（再開 午後１時28分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第６０号 平成２２年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第60号

平成22年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 合併浄化槽の関係でちょっ

とお尋ねしますけども、当然のごとく、基本

的には公共下水に連絡するのが基本ですが、

ここで少々の無理をしてでも連絡ができなん

だ、合併浄化槽にせねばならなんだ条件です

ね、どのような条件がこの阿曽であって設置

をしたか、それをお伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 当該地区にお

きましては、阿曽のバイパスの北側になりま

す。 

 ここにつきましては、整備区域外というこ

とで100メートル以上も離れておりまして、

それについては合併浄化槽でお願いをしてい

くということでございます。 

 そういった要件のもとに今回補正をお願い

するものでございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 同じ質問ですけども、整備

区域以外であったたために、今100メートル

ぐらい言われましたね。いや、100メートル

ぐらいやったら僕は無理してでもつないだ

ら、それのほうが今後管理面にしてもいろい

ろと安価になるんじゃないんかなと思うんで

すが、その辺再度お伺いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 基準といたし

ましては、100メートルという基準を持って

おりまして、今回の補正に係る分につきまし

ては200メートル以上離れているということ

でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先ほどの件ですが、今度ト

ラックステーション的なものが建設を予定さ

れるんやね、ここ、北側は。だから、それら

との絡みで、向こうには瓦師屋さんがある

と、町内ではね。だから、そういうことなん

だろうと思うんですけど、それ間違いないで

すか、そこやね。そいじゃあ、やっぱりそこ

ともちょっとは離れとんです、そのとこは。

しかし、それらある程度北側に一定のものが

これから開発行為等で起こる可能性はないで

はないんですよね。それとの兼ね合いで考え

ておいたほうが、後にはええように思うんや

けどね、その点は。 

 それからもう一点、今次補正でも一般管理

費でそういうものは出てないんですが、今加

古川簡易裁判所で民事事件として不当利得返

還請求事件っちゅうのがありますね。それ

は、裁判に係る費用等はどっかで既に計上し

たんですかね。 

 ほいで、内容も町が少なくとも瑕疵があ

る、ないにかかわらず訴えられてることにつ

いては、損害賠償が発生した場合は訴訟の提

起も含めて賠償は予算化しないと１銭たりと

も出せないはずやし、この返還請求事件につ

いてどういう取り扱いをしとんのか。それか

ら、費用はどうなっとんのか、説明してくれ

ますか。 
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○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まず、最初の

今後さらに開発が進んだ場合というようなこ

とでございますが、現在は一番奥に瓦師屋さ

んがあるんですけども、あの間については当

然合併浄化槽ということで、今後この周辺が

どう開発をされていくかということについて

は非常に予測等も厳しい状況でございますの

で、現状況では合併浄化槽で対応したいとい

うふうに考えております。 

 それから、民事の件でございますけども、

今現在顧問弁護士に相談をしながら対応をさ

せていただいているところでございます。 

 特に費用的な部分については、現在お願い

をしております通常の範囲の中でやっていた

だいてるという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 そしたら、今度バイパスの

北の場合もそういうことが起こってもそれぞ

れ皆合併浄化槽で処理してくださいというこ

とでやろうとしてるんですか、それが１つ

ね。 

 それから、先ほどの言っております、少な

くとも何の費用の中で無償で、小西弁護士が

無償でやるという約束でやっとんですかね。

そんなことは多分ないんじゃないかな思うん

やけどね。 

 それで、返還請求事件の内容、後にこうい

うことをやって、訴訟を受けて立つ場合も当

然必要なこととしては手続が要るはずです。

このまま放置することはできないと思うんで

すが、下水道管の仮設管の布設をめぐる撤

去、それから業者がそのまま放置して、そし

て仮に所有者がほっといてくれと言ったとし

ても撤去に係る費用もすべて業者のほうに支

払ったりしている、そしたらそれの返還を求

めるということがまた大事やと。どんな損

害、実質上はうやむやになっとったらいけな

い問題なんで、トラブルですからトラブルの

中で業者が当然責任を負わなければならない

ものについては、工事費を全部払っておれば

それに係る費用の返納を求めるというのは町

としてやらないといけないことだと思うんで

すが、こういうことについて今まで私は本席

でもどこでも聞いたことがないし、常任委員

会で説明しとんなら別ですけども、そうでな

かったら聞いたことがありませんので、こん

な事件が提起されとると、訴訟が提起されと

るというような問題というのはちゃんと説明

をしといてもらわんことにはあかんので、具

体にちょっと説明しといてくれますか。 

 ほいで、無償ですべてやりますと言うとん

のかどうか、小西さんがね。説明してくださ

い。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） まず１点目で

ございますが、今後においても現状と同様の

対応ということで考えております。 

 それから、裁判のことでございますけど

も、これにつきましては水道管布設がえに係

る仮設配管の撤去についてのお話でございま

して、当時個人の方がおっしゃるのは、個人

の敷地内に仮設管が埋まっていたということ

で、そのあたりも今後また道路区域等を確認

をしていく必要があるんですけども、その中

で配管されてたものが工事終了後も残ってた

と。それが撤去されないまま、その方が撤去

された。よって、その費用について請求する

というような内容の事件でございます。 

 費用面ということでございますが、現在は

顧問弁護士料の中で対応していただくという

ことを言っていただいておりますので、そち

らのほうで対応をしていただいているという

ことでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 普通ね、弁護士は受けたら

顧問弁護料は通常の相談、具体に提起したり

する場合は別に費用が要る、これ当たり前な

んですけど、その当たり前のことは要らな

い。 

 しかし、現状からいえば、下水道布設で水

道管の先ほどの言うたとおりやと思いますけ

ども、そういう問題がなぜ提起されるような
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ことになっとるかというのが問題やと私は思

うんですよ。 

 業者が残したんなら残した、残したらそれ

を撤去した、仮設管を撤去するまでの費用が

工事請負の中に入っとるはずですわ。だか

ら、それが何ぼなんかはわかりませんよ、実

際は。何円かかったんか、何千円かかったん

か、何万円かかったんか、それは知りまへ

ん、かかるんかね。しかし、それは少なくと

も撤去しておらんわけですから、撤去が個人

がした場合だったら、その業者に払ってる分

は何ぼにかかるものかわからんけども、当然

返還を求めるのが当たり前でしょ。その手続

もないまま今日を迎えとるんじゃないです

か。そこらはきちっとしていないといけない

わけで、後にどうあれきちっとすべきで、工

事施工中に起こったことというのは、その当

時からもそんなことを聞いたこともないし、

今のような状況がなぜ起こるんか。民地か官

地かが何でわからんか。おかしいと思うんで

すね。 

 それで、今そういうやっぱり請求事件とし

て、加古川の裁判所で民事で一応争われてい

るわけですもんね。何で処理せえへんのか

と。ほいで、業者にきちっと処理させないけ

ないし、また費用がかかった分は返還を求め

ないとおかしい思うんですわ。全部の費用が

入って、支払い済みなんでしょ、仮設管の撤

去も含めて。その分は返還を求めなあかんで

すやん。全部が履行された、契約が履行され

たわけじゃないでしょ。その辺どうですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 当然その撤去

費用も含めたという工事費ということになる

と思いますが、現在そういうことで係争中で

ございますので、そのあたりの状況を十分把

握しながら対応をしていきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 １点お尋ねします。 

 その土地の所有者というか、勝手に水道管

が入っとったから自分のほうで撤去したと、

その費用の請求ということなんやけども、撤

去する前に相談か何かなかったんですか。町

のほうにこういうのをやってくれとか。自分

のほうで勝手にやっといて、ほいで要った分

請求するんやというのは、町、それは通るん

ですか。そういう手法が通るんやったら、そ

うしてますと言ってもらったら、またいろい

ろほかにも対応の仕方があると思いますん

で、その辺ははっきりしてほしいんですよ。

いやいやもうそっちでやっといてもうたら、

要った費用はこっちへ請求してくれと。 

 それが１点と、それからもう一点は、下水

のそれぞれの負担金を面積において全部納め

たけれども、全然その後工事をしてないとこ

があるんですよね。その場合、太子町でその

件数と金額というたらどれぐらいあります、

今それが。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 最初の、当然

工事でございますので、個人で取るというこ

とについては、これは施工業者が当然施工し

なければならないということでございます。 

 今回の場合、当時民地であるというような

ことの土地所有者からはそういったことが言

われまして、さらにその工事終了後撤去する

場合におきまして撤去したいということで申

し入れをいたしました。ですが、撤去させて

もらえなかったというような、そういった経

緯もあって、結果的にそういう現在に至って

しまっているというような経緯がございま

す。 

 そういうことですので、それは個人が撤去

すればええんだと、そういうことにはならな

いものでございます。 

 それから、負担金納入後に工事が行われて

いない件数等につきましては、現在手持ち資

料がございませんので、まことに申しわけな

いですけどもここではちょっとお答えができ

ないということでございます。 
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○議長（佐野芳彦） それはまた最終日には

報告できますか。 

（経済建設部長山本武志「はい」の声

あり） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、そしたら再度お尋ね

しますけども、その町のほうは自分とこがそ

ら工事やりますよと、撤去工事をということ

を申し入れたけども、向こうがささなんだ

と。向こうが勝手にやって、勝手にと言う

と、自分とこが勝手にやって、あと請求して

きたという、それでよろしいですな、理解

は。 

 それと、あとどれぐらいその件数があるか

というのと金額というのは、報告あとでよろ

しいですからしてもらえますか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 事の発端とい

たしましては、今申し上げたとおり、そうい

うことで手をつけると告訴するというような

ことも言われまして、結果的にできてなかっ

たという状況があったということでございま

す。 

 それから、２件目の件数並びに金額につき

ましては、18日に報告をさせていただきま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 17。 

○経済建設部長（山本武志） 済いません。 

 17日でお願いします。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 一般管理費のところの需用

費の修繕料の追加と排水路等の修理、これ

86万2,000円ですか。これの内訳だけ説明い

ただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 修繕料の関係

でございますけども、まず１件は老原の雨水

６・１号幹線でございますが、そちらのほ

う、水路壁にクラックができておりまして、

目地詰めをしたいということでございます。 

 それから、岩見構、下構になるんですが、

排水路の補修ということで、これは面整備を

したときの影響によりまして、町道を横断し

ておりますかんがい用の横断管のジョイント

部がずれを生じておりまして、その分原因者

として補修するということでございます。 

 それからもう一件は、阿曽地内におきまし

て公共ます設置の影響によりまして、水路壁

にクラックが発生したということで、その分

の補修を行うということで、主に３件の補修

を実施したいということでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで本日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第６１号 平成２２年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第61号

平成22年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 ないようですので、本日の質疑はこの程度

にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第６２号 平成２２年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第３号） 

○議長（佐野芳彦） 日程第７、議案第62号

平成22年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に
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提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この件では先にも説明があ

りますが、健全化計画に基づいて繰上償還を

行うと、こういうことでありますが、ご案内

のとおり、水道会計は８億余円の内部留保が

あります。水道料金も上げ、こうなってきて

おるわけですけども、前に料金を引き上げる

さかいにという健全化計画を出して、その都

度私は繰上償還は当然高い金利のものについ

ては繰上償還をしないといけない、またすべ

きやということを言うてきましたので当然な

んですけども、これの繰上償還をして、一方

において水道料金を上げる、上げてきたんで

すよね。それで、内部留保が増えてきている

と、こういうようなことですからおかしな話

じゃないですかね。 

 皆さんには本来料金を上げた分は返すんな

らともかく、このことと引き上げによって健

全化させるから繰上償還をするんやと、おか

しいないですか。結局は財源がそちらから

も、そしてこれは繰上償還によって金利が減

るわけですから当たり前なんですけど、料金

引き上げと引きかえにこんなことをやっては

いけないと思うんですけど、いかがですか。 

 これ、前にもやったんや。ほいで、残した

お金は８億円になったんや。それをユーロ債

なんかにつぎ込んだり。金余りというのは、

したらろくなことないと思うんでちょっとは

っきり姿勢しとかんと、料金を上げるという

ことがもとで償還が可能やいうておかしいや

ないですかと。ほいで、国のほうも財務のほ

うも、そんなことは指導もしてませんと、町

が言うんですということを前に調査したとき

に言いましたが。 

 何か住民を余りわからん形の中で進めてい

くようなことではないと思うんですけどね。

どうなんですか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） もちろん健全

化計画の中、手法としましては料金改定とい

うのもこれはありますし、対応をいたしてま

いりました。 

 しかし、これはそれだけでとどまると、今

後においてもそういう健全化というのは図っ

ていかなければならないというような状況の

中で、さらに未収金における対応あるいは資

産の運用とか、そういったものについて一層

健全化に向けて努めていくということでござ

いますので、それで終わってしまうというこ

とではございません。今後も健全化に向けて

はいろんな手当といいますか、そういったこ

とを考えていくということでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いやいや、健全化すなと言

いよんとちゃいまっせ。 

 ほんで、計画で一方で料金上げるさかいに

これしてくれと、そういうやり方がおかしい

と言うとんや。ほいで、８億円の留保をつく

っとると、料金を上げた結果。ほんで、これ

だけの金利は国の関係の国家に関係するよう

な、ここでも財務省の財政融資資金ですか

ら、運用上こういう金利を残しておくという

ことできたものを、しかしその金利に耐え兼

ねない自治体も増えてきていると、そういう

ことで繰上償還などをしていこうと。前には

平準化されてこうやとか、いろいろ説明をし

たけど、実際は料金だけ上げたと、金は残っ

たと。ほいで、片一方のこれをするために料

金をてんびんにかけるような形で、実際にそ

ういう健全化計画というのはほとんど住民は

知らないですよ。ホームページに出しとるさ

かい知っとるやろと、そんなもん違いまっせ

な。その上で、料金を引き上げたんですか

ら、こうしますからこうしてくださいという

やり方はあかんですよ、住民無視で。それを

言いよんですよ。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 決して住民無

視ということではございません。やはり公営

企業を健全に経営していく上において、そう

いった計画を立てていくということでござい
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ますので、それの一部に料金改定があり、今

回の繰上償還等についても認められている状

況で対応をしているということでございま

す。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 今あんたがおっしゃること

は、国が年金のときに説明してきたんと一緒

なんやね。 

 30年か40年前に、年金をどうするかという

ことがぼちぼち議題に、世間に上りかけたと

きに言うたのが、年金集めて、余った金と言

うたらおかしいけども、早速今要らん金は将

来のために投資すると、ほいでなおかつ国民

のためのサービスとしていろんな施設を全国

に年金でつくったと、それは皆さんのためや

と、大いに使ってもらったらいいということ

でつくったのが、この間から売ってしまいよ

う年金の施設であり、簡保も同じようなこと

をやっとうわけですわな。ほいで、今日の年

金の崩壊を、こういう状態を招いたというの

も、一つはやっぱりあの大きな何兆円に上が

る無駄金ですわな。ほいで、投資したやつが

年に１兆円、２兆円という赤出したときもあ

りますわな、運用でね。さかい、施設も例え

ば100億円かけたもんが何百万円か何千万円

しか売れなんだというような施設をどんどん

つくってやっとるわけですわな。 

 だから、今あなたが言われたように、水道

もそうですわな。住民サービスです。安全な

水を供給せないかん、クリプトがどうや、地

震がどうやというておっしゃることはなるほ

どというわけなんやけども、本当に住民が望

んどることを言うたら、ほんまにそうですか

な。というよりも、やっぱり少しでも安い水

ということと違いますか。 

 水を節約するために斜めになってふろへ入

らんなんような、こんな状態、笑い話みたい

なと思うとったけども、結構な世帯の中でひ

とり暮らしの方なんか20センチぐらいしか入

れへんのやと、その中に斜めになって寝るん

やと、斜めになって入るんやと、ほいでふろ

は３日に１遍か４日に１遍しか入らへんのや

と。この現実も、やっぱり一方では考えても

らわないかんので。 

 だから、事業そのもののあり方として、あ

なた方が考えとる住民のためというのとちょ

っとどころやない、大いにずれがあるんでは

ないかと思うんですけども、そういう考え方

というか、一遍そんなこともあるんかなとぐ

らいは一遍調査というか、考えてみたらどう

ですか。 

 自分がその立場にならんだら、なかなか理

解できへんというのはようわかるんですよ。

だから、あんた方年収1,000万円近い人に

は、100万円、200万円の年収の人のことはな

かなか理解できへんやろうと思うんやけど

も、でもやっぱりそれはそれでいろんなとこ

から情報を得て、そこを理解して施策をする

というようなことが大事なことやと思うんで

すけども、今も言われた水道のこの予算の使

い方というの全般にどう考えておられるの

か。私はもう決まったことやろうからそれで

進めるんやというつもりでおられるかわから

んのやけども、でも、でもですよ。やっぱり

僕は考えてほしい、考えるべきやと思うん

で、お尋ねいたします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山本武志） 今回繰上償還

によりまして、そういった額的にもかなりの

恩恵は受けられるということでございますの

で、そういったことからいえば、当然これか

らの料金等にも多少なりとも影響するであろ

うし、そういった今後の健全化を図っていく

上では非常に有効であると、かつ利用者に対

してもそのあたりで影響が出るといいます

か、そういったことにもなろうかと思いま

す。 

 ただ、今後こういう健全化計画の中で償還

をしていくわけですけども、そちらのほうが

今後の経営に対してどの程度影響といいます

か、有利なものというのはある程度シミュレ

ーションはしておりますが、少なからずとも
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料金に対しても影響が出てくるのではないか

というように思っております。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第６３号 太子町行政手 

       続等における情報通信の技術 

       の利用に関する条例の制定に 

       ついて 

○議長（佐野芳彦） 日程第８、議案第63号

太子町行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例の制定についてを議題とし

ます。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 付託案件ですが、これによ

って今いろいろ騒がれているのが国民に税に

係る番号をつけるとか、こういうことを言っ

てるわけですね。そういう中での実際的な情

報の漏えいというのはあってはならないし、

そういうことについてのことが気になるんで

すけども、まず絶対ないと、太子町から漏れ

ることは絶対ないということを言えますか。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） 本条例の制定を受

けて、本町においてはｅＬＴＡＸの運用を開

始したいというそのことであります。 

 その中で、セキュリティーについてのその

ご質問でありますが、地方税に関する個人情

報を取り扱うというそのことですから、この

システムにおいて高い安全性と信頼性を確保

して、利用者の皆様が安心して利用いただけ

るセキュリティー対策をとっているというそ

のことでございます。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 そら当たり前やけどね。だ

から、信頼されとらなあかんわけやね。 

 せやけど、元で出てしまうことも今あるよ

うな時代やから、どれだけこの個人情報が出

ないようにするか、安心できる状態ですとい

うて言える、出たらどないするん、それこ

そ。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（村瀬 学） このたびのｅＬＴ

ＡＸの運用につきましては、国のほう、社団

法人の地方電子化協議会、また県におきまし

ては兵庫県電子自治体推進協議会、この組織

が中心になって全国的に進めておりますの

で、今申しましたようにセキュリティー対策

は万全を期されているというふうに確信を持

っております。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第63号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第63号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第６４号 石海保育所の 

       指定管理者の指定について 

○議長（佐野芳彦） 日程第９、議案第64号

石海保育所の指定管理者の指定についてを議

題とします。 

 本案については、12月３日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 せんだっての説明の際に、
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今回１年だけ延長して24年度以降民営化を予

定するという内容をおっしゃられました。 

 それについて、詳細のほうをちょっとお尋

ねします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 本来ですと、

この指定管理者制度の制度内容またそれを管

理を委託する、任せる保育の施設の性格から

言いましたら、指定管理者のある程度長期の

期間というのは必要なわけですが、このたび

１年というところで上げさせていただいたの

は民営化をにらむということで、今の予定で

ありますが、24年度には民営化に持っていき

たいということがございます。 

 なぜ民営化ということかというお尋ねかと

も思います。 

 この指定管理者制度、これ実際が平成18年

から全国各地でそれぞれ法律の下で広まった

ということでございますが、その当時はこの

民間活力という国の大きな方針でもちまし

て、こういったこれまでの管理委託制度から

指定管理者制度がとれるようになったという

ことでございまして、その当時はどの自治体

もやはりどっちの制度をとるかといったとこ

ろでその民間活力を考えたわけですけれど

も、こう約５年経過をいたしまして、その指

定管理者制度に当たりましてもやはり問題点

というのも同時に浮上しておりますし、また

この制度開始前にもやはり余り時間がござい

ませんでしたから、検討する時間がないとい

う面もございまして、諸課題というのが同時

に持ち合わせてまいりました。 

 特に子供さんを対象にとする児童福祉施設

でございますので、やはりそこにおります保

育士を初めとしまして、やはり専門的な技術

といいますか、技能といいますか、それが必

要な施設でございまして、それらをある程度

３年ないし５年といった指定管理の有期限で

区切っていくということになりますと、やは

りそういった人材の確保に当たりましてもな

かなか管理者自体が思い切った長期に見通し

た中での人材育成、人材確保というのがなか

なかとりにくいという、何もこの本町だけで

はございませんが、全国共通かと思います。

そういった面がございます。 

 また、指定管理の上で、やはり施設の維持

管理の面につきましても、やはり民間活力で

あればその施設の魅力といいますか、そうい

った点を打ち出さなければならないのが、今

どうしても二元管理的な体制になっておりま

して、特に大きな修繕とか改良とかといった

面については、なかなか、町も後ろへいく、

指定管理者も後ろへいくといったようなこと

で、肝心なそういった民間活力を本当に導入

したい部分について、なかなか踏み込めない

というような状況等もございまして、これは

もう次の期には完全民営化のほうが当初の流

れに沿った形になるんではないかということ

がございます。 

 また、町自体におきましても、この平成

16年、18年の改正によりまして、国庫負担、

国庫補助金が大きく変わってまいりました、

公立の保育所に対しまして。そういった国の

財政的な支援がなくなったということも大き

な要素でございまして、これが民間に移りま

すとそういった面でかなり状況が変わってま

いります。 

 それらも含めまして民営化という方向を打

ち出したわけですが、なかなかこれも今申し

ましたような課題を解消しつつのことですか

ら、あくまで24年度の予定ということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 私も今清原議員と同じよう

なことをお聞きしたいなと思っておりました

が、今詳しく丸尾部長から聞いたはずなんで

すが、18年９月からたしか民営化になって、

安養がされておりますが、もし24年４月から

民営化になるとすれば、今認可保育が２つあ

ると思いますが、それについてやっぱりそう

いう入札のような形をとられての民営化にさ
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れるのか、そこを伺いたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 指定管理者制

度自体も一般原則的には俗に言う公募という

ことが出されておったんですが、施設の性質

によりましては、それだけには限らないとい

う面がございまして、特にこういった児童福

祉施設につきましては、先ほども申しました

ように、単に経費の削減といった面をとらえ

まして競争ということになってまいります

と、やっぱり専門的知識の分野、技能の分野

が入る分野でございますから、果たして競争

がいいかと言いましたら、国の研究結果にお

いても、やはりそこらはよく考えて当たるべ

しといったことが言われておりますので、そ

のあたり重々検討をしてまいりましてやって

いきたいと思いますが、私自身としましては

やはりある程度絞った形で、子供さんが引き

続いて通っておりますので、そのあたりを重

視した方法をとりたいというふうには思って

おります。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 結局は町が金出すのを少な

いようにすると、それだけのことかいね。 

 そうするしかあらへんやん、今の国庫の関

係からもうなくなったから町は出したくな

い、そしたらこの際民営化すると。それで、

思うようにやってもうたら結構と、こういう

ふうに言いたいんでしょうけど、結局金の問

題で言いよんと一緒やで、今の話はね。 

 ほいでね、これどないするん。どないする

つもりやというのは、やっぱりかなり鳴り物

入りで指定管理者というのをやったんやで、

今の話やないけど。ほんだら、ちょっと財政

的に思わしくなくなったから指定管理者やめ

ますわと。 

 ほいで、もう一つは、この指定管理者制度

がほしたら何が悪いんかということになるん

やね。管理者制度を導入するときにはいろい

ろ言って、こうなります、よくなります、ほ

いでなれた者がやるのはええですと言うとい

て、今それはできにくいんです、そないな話

はないでしょ、できにくいでしょという。そ

れで、指定管理者でもできることはできると

いうことで進めてきたし、施設もそれだけ改

善してきたということですから。 

 それと、結局官製民営、妙なことになりま

すね。これを売却するわけじゃないでしょ。

売却するんやったら、ちょっと考えなあかん

でね、こういうものは。売却する、１年間で

売却し、条件を整えてというようなことを考

えとんかいな。官が施設は持っとって民間が

経営するのと、指定管理者というのはもう一

定の者への条件に基づいて同じように条件を

満たした運営をするということやけど、どこ

にどないに違いがほんまに出てきます。金の

面以外に何か出てきますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先ほど清原議

員さんにお答えをしまして、冒頭お答えしま

したとおり、やはり指定管理者制度の制度が

始まったときの、取り入れられたときのよさ

というのは変わらんわけです。ただ、その制

度が始まる前にも心配もされてた部分もござ

いますと。 

 また、実際やってみますと、やはりこの施

設の性質によりましては、言いましたように

やはり長期にわたる展望に立った視野という

のが非常に大事であるということでございま

すので、何も町の財政がどうのというのが一

面に出てきているわけではございません。や

はり魅力ある施設の展開ということが主力で

ございます。 

 さらにつけ加えたらという話で、国の町に

対する補助が減りましたねという話をさせて

もらったわけでございますが、ただこの今ご

質問の中で、今の施設をどういった形態にし

ていくかというお尋ねだったと思いますが、

やはり譲渡となりますとなかなか手続、また

後年その問題が浮上してまいりますので、今

のところはお貸しをするということで考えて

おります。 
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 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 結局は、行政は口を入れん

ように、そら保育の条件ですから保育指針に

従って保育を行うと、これは当たり前のこと

になりますし、指定管理者によってそれが損

ねんようにするなと言うたら、そういうこと

は損ねんようにやります。それから、労働条

件も変わらないなと言うたら、そうです。長

期の展望を持って運営に当たる、それもそう

ですと言って、そしたらどこも違わへんや

ん。 

 また、施設の改善については、町に申し入

れられたら町はせなあかんし、必要なもので

あれば。 

 ほいで、そのまま貸すというのと条件整備

して貸すというのと、いろいろ出てくるか

ら、ほんまに経営だけをと言うたら指定管理

者もどっちも変わらへんがね。 

 それで、展望を持ってやってもらわなこん

なことはあかんからと言うとったのが、それ

でよろしいと言うていったんやから、何か民

間にすべてのものを貸す、完全に保育につい

ては公営がなくなる、指定管理者はそれがあ

る程度は手伝ったものになってるけどもとい

うことやけど、おかしいないですか。金以外

にいったらみんなやらなあかんねんもん、指

定管理者も。やるということできたのに、ほ

いで１年ちょっとでやめますわと。それはち

ょっとおかしいないか。それを言いよんです

よ。 

 それで、貸す条件もまた出てきますから

ね。無償で貸与というのと、有償貸与という

のが出てくるし、これも。いろいろ大変です

よ。指定管理者にしとけばそれだけのことで

進められるのに、町が出し惜しみしなかった

ら。ちゃうんですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 町の出し惜し

みというご指摘が私ちょっと理解ができんの

ですが、今の制度をまだより一層魅力ある施

設にというところで考えておりまして、出し

惜しみというのはなかなかわかりませんが、

ただ大きな修繕というようなことを例に例え

ますと、なかなか町のほうにとりましてもや

はり中・長期にわたってのやはり財政的な背

景で計画を練らなければなりませんし、また

一方、その管理する側にしましたら、やはり

今即刻実施をしたいと、してほしいという思

いがございます。その辺が、やはり二元管理

的になりますとうまいこと合致しない面があ

りますのでということで、この際完全民営と

いうことになれば、そういった心配も非常に

なくなるというようなことで申し上げたわけ

でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いや何ぼ考えても、指定管

理者のときに言ったことが、そういう心配も

あって職員の問題も条件クリアする、含めて

いわゆる整理して述べます、だから官がやっ

てることと今までとそう変わらない形で経営

しますというてきたのに、何でそないなるん

かな、ぽっと。民間のほうがしよいになるん

やと、そしたら魅力あることが今できてな

い、だから魅力あることにするためにこうす

るんやと、おかしいでしょ。 

 だから、出し惜しみせずに、要求に従って

必要なことであれば必要な対応をすれば今ま

でと変わらへんわけじゃないんですか。せや

から、変わらんようにこうすると言うて説明

したじゃないですか。舌の根も乾かんうちに

というようなことになったらあかんし、魅力

あることのためにというそういう説明をされ

ると余計気になりますね。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 方針というよ

うなことで、私申し上げました。 

 今、もう民営化を先に決めて、このたびの

指定管理ということでもございません。やは

り条件が整わなければ、また再度指定管理者

の指定ということになりますし、今はそうい

う方向でもって進めておりますということで

ございます。 
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○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 大体言われることわかりま

すんで、今までの経営の試算といいますか、

決算の内容と、それからこれからもしその民

営化したときにはどうそれが変わっていくん

かという、ある程度試算した決算、それ委員

会に出してもらえますかな。当然あると思い

ますんで。例えば近くでやったら、あいおい

荘か。あいおい荘が万葉の岬ということでや

ったでしょ。あれの経緯、経過というのもあ

るんですよ。あの場合には、それはそれなり

に私はちょっと成功しとんやないかと思うわ

けなんですけれども、今度のこの施設の場合

に、ちょっとおかしなことを言われたという

のは、大きな改造をするのにどうこうという

話が出たんですけれども、アパートや借家業

の人、あんたらしたことないからわからへん

けども、あれ大改造やるんですよ。同じでっ

しゃん。施設貸して、それが傷んできたと、

傷んできたら直すと、家主の責任でっしゃ

ん。それと、家賃収入とどう合うかというこ

とが問題ですねや。だから、家賃を安う安う

しといて、ほいで大改修をどんどんどんどん

とそんなあほなことする家主おらへんわけ

や。だから、そういうことを５年、10年、

20年でどういうふうに建物に金を入れるかと

いうのはちゃんと計算してあるわけや、50年

間ぐらいは。ほいで、家賃をこれだけぐらい

もろたら、それで一応ペイできるというのが

事業なんですわ。あんたら、これ事業として

やろうと思うとんのやろ。それとも、その採

算度外視して住民のサービスとして町がやる

んやというのと、そこが違うわけですわ。だ

から、その辺をきっちり委員会で説明してほ

しいと思うんです。よろしいですな。説明は

委員会でやってもらえます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今上田議員さ

んからのお尋ねの部分につきましては、まだ

この検討に入ってから数字を置くわけでござ

いますけれども、そういった意味で委員会の

ほうでそういった試算的な数値というのはな

かなか出てまいりません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、来年からするという

んとちゃうんかいな。１年先やろ。１年先に

しようかというのに、おまえそれの資料もな

いてそらおかしいやろ、そやけどよ。 

 いや、細かい詰めはでけとらんでも、大筋

の骨組みぐらいはそらどこやったってつくる

よ。私みたいな、我々みたいに小さい吹けば

飛ぶような会社でも、５カ年計画は立てよん

やからな。 

○議長（佐野芳彦） どないですか。どなた

が答える。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほどから部長のほ

うから申し上げましてるとおり、１年間指定

管理ということで今の状態とまた一緒です、

もちろん。ただ、１年間いろんなことを検討

するということで考えております。 

 ただ、今上田議員がおっしゃった大ざっぱ

な、本当に雑駁で言わせていただければ、保

育所の運営費の絡みで言いますと、保育所の

先生のいわゆる給与等補助基本額といいます

か、そういったもので計算するとざっと

5,700万円ぐらい要ります。 

 保育料が約１千六百何万円だったと思うん

ですが、約1,700万円としたら4,000万円残り

ます。4,000万円で民設、民営ということに

なれば、国のほうからの補助といいますか、

２分の１、県が４分の１、地元４分の１とい

うことで、いわゆるトータル的に言うと約

3,000万円ぐらいの運営の中でのプラス面が

出るんではないかという、これは試算でござ

いますので、これはっきり申し上げて確実な

数字ではございません。 

 そういうことも含めて、１年間かけて研究

していきたいと、このように考えているとこ
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ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第64号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第64号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 決議案第２号 花畑奈知子 

        議員に対する議員辞職勧告 

        決議 

○議長（佐野芳彦） 日程第10、決議案第２

号花畑奈知子議員に対する議員辞職勧告決議

を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって、花畑

奈知子議員の退場を求めます。 

（花畑奈知子議員 退場） 

 職員に決議案を朗読させます。 

（職員朗読） 

○議長（佐野芳彦） 発議者を代表して桜井

公晴議員。 

○桜井公晴議員 ただいま上程されました決

議案第２号花畑奈知子議員に対する議員辞職

勧告決議（案）の提案理由を説明をいたしま

す。 

 この件に関しましては、９月議会終了後に

おける花畑議員の言動が善意の第三者から問

題が提起をされ、議会と議員の品性等を大き

く問われるような事態に発展をしておりま

す。 

 その後、調査等を行いましたが、反省もほ

ぼ見られません。そういう中で、浮き立って

際立っているのが、人のせいだというような

ことを言ってはばからないと、こういうよう

な状況であります。 

 これらを踏まえまして、議会運営委員会、

それから全員協議会でご相談をして、今日の

再度の辞職勧告と、こういうことに発展をい

たしました。 

 極めて残念なことでありますが、決議案を

朗読して提案にかえますので、全員のご賛成

をいただきたいと思います。 

 それでは、朗読して提案をいたします。 

 花畑奈知子議員に対する議員辞職勧告決議

（案）。 

 本町議会は、平成20年５月８日に、町政が

町民の厳粛な信託によるものであることを深

く認識し、その負託にこたえるため、担い手

たる町議会議員が町民全体の奉仕者として町

民の信頼に値する人格と倫理性を自覚し向上

に努めるとともに、自己の地位による影響力

を不正に行使して自己の利益を図ることのな

いよう必要な措置を定め、町民も町政に対す

る正しい認識と自覚を喚起し、公正で開かれ

た民主的な町政と文化の発展に寄与すること

を目的とする太子町議会議員政治倫理条例を

制定した。 

 その第２条で、議員は町民全体の奉仕者と

して町政に携わる権能と責務を自覚し、地方

自治の本旨に従ってその使命の達成に努めな

ければならない。議員は、町民の信頼に値す

る倫理性を自覚し、町民に対しみずから進ん

でその高潔性を明らかにし、公共の利益を実

現する自覚を持ち、その地位による影響力を

不正に行使させるような働きかけを行っては

ならないという責務をうたっている。 

 このたび、花畑奈知子議員に対して、２度

目となる辞職勧告決議をすることになったの

は、花畑議員本人の発言が善意の第三者を憤

慨させて多大な迷惑をかけるに至ったことで

あり、それがあげくの果てには議会と議員を

巻き込む事態に発展した。これは、議会と議

員の品位が問われる問題であり、この品性を

汚す言動は非常に遺憾なことである。また、
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許しがたい行為であると考え、花畑議員に猛

省を促した。しかるに、何ら反省のあとが見

られず今日に至り、議会として厳しく処分す

ることになった次第である。 

 また、花畑奈知子議員に対しては、平成

21年２月26日に公職選挙法に違反する寄附行

為があったことに対して辞職勧告決議を行っ

た。しかし、その後も一部の議員を批判して

議会を混乱させた際、日ごろの言動等には細

心の注意を払われ、品行方正にして町民のよ

りどころたるべく精進するようにと平成21年

６月17日に議長名で警告を発した。しかし、

何らそれに対する反省のあとが全く見られな

い今回の花畑議員の言動であり、辞職勧告決

議を２度にわたり提出しなければならない異

例の状況になったことに対して、みずからを

恥じて猛省するべきである。 

 以上のような経過から、太子町議会として

再度花畑奈知子議員に対し、みずから議員を

辞職するよう勧告するものである。 

 以上、決議する。 

 平成22年12月８日。兵庫県太子町議会。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 以上で趣旨説明が終わ

りました。 

 花畑奈知子議員から、本件について発言の

申し出があります。 

 お諮りします。 

 これを許可することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、花畑奈知子議員の発言を許可す

ることに決定しました。 

 花畑奈知子議員の入場を許します。 

（花畑奈知子議員 入場） 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時35分） 

（再開 午後２時36分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 花畑奈知子議員、発言を許可します。 

○花畑奈知子議員 失礼します。 

 議長を初め、議員各位にはお騒がせをいた

しました。このことについて、申しわけなく

思っています。 

 しかしながら、私といたしましては、まこ

とに不本意なことと思っています。 

 以上。 

○議長（佐野芳彦） 花畑奈知子議員の発言

は終わりました。 

 花畑奈知子議員、退場を求めます。 

（花畑奈知子議員 退場） 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから決議案第２号を採決します。 

 この採決は記名投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（佐野芳彦） ただいまの出席議員は

11名です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第

32条第２項の規定によって、立会人に清原良

典議員及び中島貞次議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○議長（佐野芳彦） 念のため申し上げま

す。本案を可とする方は賛成と、否とする方

は反対と記載願います。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否

を表明しない投票及び賛否が明らかでない投

票は否とみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 配付漏れなしと認めま

す。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（佐野芳彦） 異状なしと認めます。 
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 ただいまから投票を行います。 

 職員が氏名を呼び上げますので、順番に投

票願います。 

（職員点呼、投票） 

○議長（佐野芳彦） 投票漏れはありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 投票漏れなしと認めま

す。 

 投票を終わります。 

 ただいまから開票を行います。 

 清原良典議員及び中島貞次議員、開票の立

ち会いをお願いします。 

（開  票） 

○議長（佐野芳彦） それでは、投票の結果

を報告します。 

 投票総数 11票です。 

 投票のうち賛成 11票、反対 ０票 

 以上のとおり全員賛成により、決議案第２

号は原案のとおり可決されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

賛成者 井川芳昭議員、清原良典議員、中島 

    貞次議員、服部千秋議員、長谷川原 

    司議員、井村淳子議員、熊谷直行議 

    員、上田富夫議員、村田興亞議員、 

    桜井公晴議員、中井政喜議員 

反対者 な し 

○議長（佐野芳彦） この際暫時休憩しま

す。 

（休憩 午後２時42分） 

（再開 午後２時43分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 12月９日から12月16日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、12月９日から12月16日まで本会

議を休会することに決定いたしました。 

 次の本会議は12月17日午前10時から開催い

たします。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後２時43分） 

 


